




 

「男女共同参画白書」の刊行にあたって 

本県は、人口減少が一段と厳しさを増す中、企業の人手不

足や物価高騰など、多くの困難な課題に直面しています。 

こうした課題を克服し、県民誰もが、安心と豊かさを実感

できる「安心で希望と活力に満ちた山口県」を実現するには、

全ての人が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画社会を実現することが極

めて重要です。 

このため、本県では、「第５次山口県男女共同参画基本計画」に基づき、社会の幅広い

分野において、男女共同参画の取組を総合的・計画的に推進するとともに、県の総合計画

である「やまぐち未来維新プラン」の重点施策に「女性が輝く地域社会の実現」を掲げ、

産学公連携による女性の活躍促進や、働きやすい職場環境づくり、困難な問題を抱える女

性への支援などの取組を積極的に進めているところです。 

また、本年度は、これまでの取組と課題、国の動向等を踏まえ、「山口県男女共同参画

基本計画」を改定することとしており、今後とも、県民の皆様をはじめ、市町・関係機関・

団体・事業者の方々と連携を図りながら、男女が共に輝く社会の実現に向けた取組を加速

してまいります。 

 この白書は、本県における男女共同参画の現状や課題について明らかにするとともに、県

の令和６年度に講じた施策や令和７年度の計画等について取りまとめています。 

 本書を通じて、県民の皆様に男女共同参画の現状、取組等について理解を深めていただく

とともに、男女共同参画社会の実現に向けた各方面における取組の一助となりますよう願っ

ています。 

 
令和７年（２０２５年）１０月 
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第１部 男女共同参画の推進における現状と課題 





現状と課題

 

基基本本目目標標ⅠⅠ 男男女女がが共共にに活活躍躍ででききるる地地域域社社会会づづくくりり 
重重点点項項目目１１ ああららゆゆるる分分野野ににおおけけるる政政策策・・方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画拡拡大大 

１ 県の審議会等委員の女性割合

〔人事課調べ〕

 

 

 

２ 事業所の管理職に占める女性の割合
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〔H28・H30・R2・R5：働き方改革推進実態調査〕

※ 法令等により構成員の職務分野が指定されている４審議会（県防災会議、県石油コンビナート等防災本部、

県国民保護協議会及び県交通安全対策会議）を除いた数値。

※ 各年４月１日現在の数値。
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３ 県職員の課長級以上に占める女性職員の割合

    ※ 各年４月１日現在の数値。

〔人事課／教育庁教育政策課調べ〕

４ ポジティブ・アクションに取り組む事業所の割合

取組を行っている事業所の割合は 33.7％となっており、取組内容では、女性の管理職登用が

53.4％と最も多く、次いで、女性の採用拡大 47.6％、パート・アルバイト等から正社員への登

用 44.2％となっている。（複数回答）

〔令和２年度、令和５年度山口県働き方改革推進実態調査〕

取組内容 割合

女性の管理職登用 53.4％

女性の登用拡大 47.6％

パート・アルバイト等から正社員

への登用
44.2％

女性の継続就業等のキャリア形成 33.0％

職場環境・風土の改善 32.7％

女性の職域拡大 30.3％

離職した女性の同一職場への復帰

支援
18.4％

R2 R5

行っている 31.3％ 33.7％

行っていない 44.6％ 50.8％

検討中 14.8％ 13.9％

[取組を行っている事業所の取組内容] [取組を行っている事業所の割合] 
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３ 県職員の課長級以上に占める女性職員の割合

    ※ 各年４月１日現在の数値。

〔人事課／教育庁教育政策課調べ〕

４ ポジティブ・アクションに取り組む事業所の割合

取組を行っている事業所の割合は 33.7％となっており、取組内容では、女性の管理職登用が

53.4％と最も多く、次いで、女性の採用拡大 47.6％、パート・アルバイト等から正社員への登

用 44.2％となっている。（複数回答）

〔令和２年度、令和５年度山口県働き方改革推進実態調査〕

取組内容 割合

女性の管理職登用 53.4％

女性の登用拡大 47.6％

パート・アルバイト等から正社員

への登用
44.2％

女性の継続就業等のキャリア形成 33.0％

職場環境・風土の改善 32.7％

女性の職域拡大 30.3％

離職した女性の同一職場への復帰

支援
18.4％

R2 R5

行っている 31.3％ 33.7％

行っていない 44.6％ 50.8％

検討中 14.8％ 13.9％

[取組を行っている事業所の取組内容] [取組を行っている事業所の割合] 

５ 社会の中で意思決定の場に女性の参画が少ない理由

「家族の支援・協力が得られない」と回答した女性 38.7％に対し、男性は 19.1％となってお

り、全項目の中で最も男女間で大きな開きがある。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

６ 女性の活躍が進むために家族や社会等で必要なこと

女性の活躍が進むために家族・社会等で必要なこととして、「夫の積極的な家事・育児・介護

への参加」が最も高く、全体で 72.7％となっている。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕
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重重点点項項目目２２  雇雇用用等等ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進とと仕仕事事とと生生活活のの調調和和  

１ 雇用者総数に占める女性雇用者割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        〔令和 2 年国勢調査 H27、R2 は不詳補完値による〕  

 

２ 雇用者のうち従業上の地位別就業者の割合（男女別、山口県） 

 

 男 女 

正規の職員・従業員 82.7% 48.9% 

パート・アルバイト・その他 15.3% 48.8% 

派遣社員 1.9% 2.4% 

 

〔令和 2年国勢調査、不詳補完値による〕 

 

３ 年齢階級別労働力率  
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〔令和 2年国勢調査、不詳補完値による〕  
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重重点点項項目目２２  雇雇用用等等ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進とと仕仕事事とと生生活活のの調調和和  

１ 雇用者総数に占める女性雇用者割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        〔令和 2 年国勢調査 H27、R2 は不詳補完値による〕  

 

２ 雇用者のうち従業上の地位別就業者の割合（男女別、山口県） 

 

 男 女 

正規の職員・従業員 82.7% 48.9% 

パート・アルバイト・その他 15.3% 48.8% 

派遣社員 1.9% 2.4% 

 

〔令和 2年国勢調査、不詳補完値による〕 

 

３ 年齢階級別労働力率  
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〔令和 2年国勢調査、不詳補完値による〕  

４ 「やまぐち男女共同参画推進事業者」認証事業者数

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

件数 367 399 455 505 558 613 645 690 743 791 832 882

〔男女共同参画課調べ〕 

 

５ 「やまぐち女性の活躍推進事業者」認証事業者数

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

件数 32 60 90 125 165 205 238 278 318

〔男女共同参画課調べ〕

 

 

６ 「やまぐち男女共同参画推進事業者」の取組状況

年次有給休暇の取得促進や従業員の知識、資格取得のための支援など、職場における男女共

同参画の実践に向けた環境づくりは各事業所において取組が進んでいる。

                                                 

〔男女共同参画課調べ〕

仕事と家庭

・地域生活

の両立支援

男女が共に

働きやすい

職場環境づくり

女性の能力

の活用

（令和６年度末現在）
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７ 女性が活躍できる仕事・職場環境にするために必要なこと

「育児・介護との両立について職場の支援制度が整っていること」が最も高く、全体で 68.1％

となっている。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕
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７ 女性が活躍できる仕事・職場環境にするために必要なこと

「育児・介護との両立について職場の支援制度が整っていること」が最も高く、全体で 68.1％

となっている。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

 

重重点点項項目目３３  地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

１ 自治会長に占める女性の割合 

   近年は上昇傾向にあり、令和６年度の比率は 10.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔男女共同参画課調べ〕 

 

 

 

２ 農山漁村の女性リーダー数 

近年は減少傾向にあり、令和６年度は１６１人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔農林水産政策課調べ〕 

 

 

【課題】 

○ 男女共同参画推進事業者等の順調な増加等、事業所の取組は着実に進んでいるが、ポジ

ティブアクションに取り組む事業所の割合は、伸び率が鈍化し、女性管理職の割合が減少

傾向にあることから、より一層の事業所への取組強化に向け、地域や事業所の実情に応じ

た施策の促進が必要 
○ 女性雇用者の割合は、一貫して増加しているが、女性管理職の割合は減少傾向にあり、

女性の年齢階級別労働力率はＭ字カーブの傾向がみられることから、女性も自ら意欲を高

め活躍できるよう、女性活躍に向けた支援を行うとともに、仕事と生活の調和に向けた職

場環境の整備に取り組むことが必要 
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基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女共共同同参参画画社社会会づづくくりりにに向向けけたた意意識識のの改改革革 
重重点点項項目目４４ 男男女女共共同同参参画画のの推推進進にに向向けけたた意意識識のの改改革革 

１ 各分野における男女の地位の平等感

令和元年と令和６年を比較すると、各分野において微増減はあるものの、概ね横ばいで推移

している。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

家庭生活
の中で

就職の機
会や職場
の中で

学校教育
の中で

地域活動
の中で

政治活動
の中で

法律や制
度面で

社会通念・
慣習・しき
たりなどで

社会全体と
して
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基基本本目目標標ⅡⅡ 男男女女共共同同参参画画社社会会づづくくりりにに向向けけたた意意識識のの改改革革 
重重点点項項目目４４ 男男女女共共同同参参画画のの推推進進にに向向けけたた意意識識のの改改革革 

１ 各分野における男女の地位の平等感

令和元年と令和６年を比較すると、各分野において微増減はあるものの、概ね横ばいで推移

している。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

家庭生活
の中で

就職の機
会や職場
の中で

学校教育
の中で

地域活動
の中で

政治活動
の中で

法律や制
度面で

社会通念・
慣習・しき
たりなどで

社会全体と
して
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２ 男女の地位の平等感《社会全体として》 

「社会全体として」男女が「平等」と回答した人の割合は、男性が 24.2％、女性が 12.9％と

大きな開きがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕  

 

３ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

全体でみると反対が賛成を上回っており、男性と比べて女性の方が反対の割合が多い。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕  

４ ６歳未満の子どもを持つ夫婦の育児・家事関連時間（山口県） 

男性に比べ、女性に育児・家事の負担が大きく偏っている。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

〔社会生活基本調査〕  

④ ⑤ ⑥ ⑦ ① ② ③ 

R3 

490 

88 
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５ 男性が家事、子育て、介護、地域活動へ参加するために必要なこと

「社会の中で、男性による育児・家事などについても、その評価を高めること」や、「周囲の

人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること」が必要だと考えている人

の割合は、男女間で大きな開きがある。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

重点項目５ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

１ 男女の地位の平等感《学校教育の場で》

「学校教育の場で」男女が「平等」と回答した人の割合は、男性が 62.3％、女性が 53.2％と

なっている。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕 

 

④ ⑤ ⑥ ⑦① ② ③

の割合は、男女間で大きな開きがある。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

重点項目５ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
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５ 男性が家事、子育て、介護、地域活動へ参加するために必要なこと

「社会の中で、男性による育児・家事などについても、その評価を高めること」や、「周囲の

人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること」が必要だと考えている人

の割合は、男女間で大きな開きがある。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕

 

 

重重点点項項目目５５ 男男女女共共同同参参画画のの視視点点にに立立っったた教教育育・・学学習習のの推推進進 

１ 男女の地位の平等感《学校教育の場で》

「学校教育の場で」男女が「平等」と回答した人の割合は、男性が 62.3％、女性が 53.2％と

なっている。

〔令和６年度山口県男女共同参画に関する県民意識調査〕 

 

④ ⑤ ⑥ ⑦① ② ③

２ 青年海外協力隊派遣状況

昭和 40 年から令和６年度末までに、累計で 550 人が派遣されており、令和６年度は、山口県

から 14 名の派遣があった。

  ［地域別派遣状況（S40～R6 累計）］

派遣先 男性 女性 合計

アジア諸国 89 人 79 人 168 人

アフリカ諸国 94 人 82 人 176 人

中南米諸国 62 人 69 人 131 人

中近東諸国 16 人 13 人 29 人

ヨーロッパ諸国 3 人 3 人 6 人

オセアニア諸国 27 人 13 人 40 人

計 291 人 259 人 550 人

［青年海外協力隊の近年における全国・山口県の派遣状況］

※山口県のデータについては、旧制度（2018 年春募集以前）の青年海外協力隊が含まれる。

※全国のデータには、旧制度の青年海外協力隊に加え、調整員・健康管理員や各種短期隊員が含まれる。

〔国際課調べ〕

 
３ 青少年国際交流事業参加者数（累計）

〔国際課調べ〕

【課題】

○ 固定的な性別役割分担意識は、改善傾向にあるものの、依然として女性に育児・家事の負

担が大きく偏っており、男性の家事・育児等への参画促進が必要。

また、男女の地位の平等感（社会全体として）は、依然として６割以上が「男性の方が優

遇されている」と回答しており、男女共同参画社会づくりに向けたさらなる意識改革が必要
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基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女がが健健康康でで、、安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり 
重重点点項項目目６６ 男男女女間間ににおおけけるる暴暴力力のの根根絶絶 

１ 配偶者からの暴力の被害経験《暴力を受けたことがあると回答した人の割合》

「暴力を受けたことがある」と回答した人の割合は、令和元年度から令和６年度で 1.2％減少

した。

〔令和６年度山口県男女間における暴力に関する調査〕

２ 配偶者暴力に関する相談窓口の認知度

配偶者暴力に関する相談窓口としての県男女共同参画相談センターの認知度は 23.5％である。

 

３ 配偶者暴力相談件数

〔男女共同参画課、警察本部人身安全・少年課調べ〕

※１ 民間の機関…弁護士会、民間シェルターなど ※２ 法務局等…法務局・地方法務局、人権擁護委員

       〔令和６年度山口県男女間における暴力に関する調査〕

人身安全・少年課調べ〕

※県警のデータは暦年
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基基本本目目標標ⅢⅢ 男男女女がが健健康康でで、、安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり 
重重点点項項目目６６ 男男女女間間ににおおけけるる暴暴力力のの根根絶絶 

１ 配偶者からの暴力の被害経験《暴力を受けたことがあると回答した人の割合》

「暴力を受けたことがある」と回答した人の割合は、令和元年度から令和６年度で 1.2％減少

した。

〔令和６年度山口県男女間における暴力に関する調査〕

２ 配偶者暴力に関する相談窓口の認知度

配偶者暴力に関する相談窓口としての県男女共同参画相談センターの認知度は 23.5％である。

 

３ 配偶者暴力相談件数

〔男女共同参画課、警察本部人身安全・少年課調べ〕

※１ 民間の機関…弁護士会、民間シェルターなど ※２ 法務局等…法務局・地方法務局、人権擁護委員

       〔令和６年度山口県男女間における暴力に関する調査〕

※県警のデータは暦年

 

４ やまぐち性暴力相談ダイヤル「あさがお」相談件数 

平成 28 年度に性暴力相談専用電話を開設して以来、相談件数は年々増加し、高止まりしてい

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔県男女共同参画相談センター調べ〕 

  

重重点点項項目目７７  生生涯涯をを通通じじたた男男女女のの健健康康のの支支援援  

 妊婦一般健康診査受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔こども政策課調べ〕 

 

重重点点項項目目８８  みみんんなながが安安心心ししてて暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり  

１ 「こども食堂」箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔こども家庭課調べ〕 
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２ 65 歳から 69 歳までの働く男女の割合

【課題】

○ 県男女共同参画相談センターにおけるＤＶ及び性暴力被害の相談件数は概ね横ばいで

推移しているものの、あらゆる暴力の根絶に向けて、暴力を許さない気運の醸成を図ると

ともに、市町や関係機関・団体との連携を一層図り被害者支援の取組を推進することが必

要

○ 生活困窮や家庭関係破綻など、女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのた

めに複雑化していることから、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、

困難な問題を抱える女性に寄り添った支援の充実強化が必要

＊困難な問題を抱える女性への支援に関する法律：

困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関

する必要な事項を定め、施策を推進することにより、人権が尊重され、女性が安心し、自立

して暮らせる社会の実現に寄与することを目的に制定された法律

〔平成 19、24、29 年、令和４年就業構造基本調査〕
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第２部 令和６年度に講じた施策 





２ 65 歳から 69 歳までの働く男女の割合

【課題】

○ 県男女共同参画相談センターにおけるＤＶ及び性暴力被害の相談件数は概ね横ばいで

推移しているものの、あらゆる暴力の根絶に向けて、暴力を許さない気運の醸成を図ると

ともに、市町や関係機関・団体との連携を一層図り被害者支援の取組を推進することが必

要

○ 生活困窮や家庭関係破綻など、女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのた

めに複雑化していることから、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、

困難な問題を抱える女性に寄り添った支援の充実強化が必要

＊困難な問題を抱える女性への支援に関する法律：

困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関

する必要な事項を定め、施策を推進することにより、人権が尊重され、女性が安心し、自立

して暮らせる社会の実現に寄与することを目的に制定された法律

〔平成 19、24、29 年、令和４年就業構造基本調査〕

 

 

基本目標Ⅰ 男女が共に活躍できる地域社会づくり 

男女が性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野へ参画す

ることは、活力ある地域社会づくりにおいて非常に重要である。 

そのため、女性の活躍を推進するとともに、男女が共に仕事と家庭、地域活動を両立で

きるよう、就業環境の整備や子育て支援策の充実、地域活動への参画促進など、「仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」が実現できる環境の整備を推進した。 

 

重点項目１ あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

Ａ 事業者等における女性の参画拡大 

◆「やまぐち女性活躍応援団」による女性活躍の取組の普及・拡大 【男女共同参画課】 

働く場における女性活躍の推進に向け、令和２年度に、経済５団体、大学リーグやまぐち、

市長会、町村会及び県の産学公の代表者で結成した「やまぐち女性活躍応援団」による女性

活躍の取組の県内への波及・拡大を図った。 

○「やまぐち女性活躍応援団」地域シンポジウムの開催 

日 時：令和６年 10 月 11 日（山陽小野田市）  

内 容：基調講演、地元企業事例紹介、パネルディスカッション 

対 象：企業経営者、従業員、大学生、その他どなたでも 

参加者：110 名（会場） 31 名（オンライン）※ハイブリッド開催 

○ 経営者による好事例紹介 

目  的：女性活躍を推進する企業の好事例を情報発信し、取組の普及・拡大を図る。 

掲載内容：経営者の思いを交えながら、特色ある取組等を中心に、記事を構成。 

＜やまぐち女性活躍応援団名簿＞                   R7.7 月現在 
 

団体名 役職・氏名 出身企業名等 
山口県 知事 村岡 嗣政  
山口県経営者協会 会長 山本 謙 ＵＢＥ㈱ 取締役会長 
山口県商工会議所連合会 会頭 曽我 徳将 ㈱山口銀行 頭取 
山口県商工会連合会 会長 安倍 隆史 ㈲美装工業 代表取締役社長 
山口県中小企業団体中央会 会長 矢敷 健治 県火災共済協同組合 理事長 
山口経済同友会 代表幹事 平岡 英雄 ㈱西京銀行 会長 
大学リーグやまぐち 会長 谷澤 幸生 国立大学法人山口大学 学長 
山口県市長会 会長 前田 晋太郎 下関市長 
山口県町村会 会長 米本 正明 和木町長 

 

 

 令和６年度に講じた施策 

─ 15 ─



 

◆女性管理職アドバイザー制度 【男女共同参画課】 

女性管理職のロール・モデルとなる「輝き女性サポーター」（県認定）による、県内事業

所の女性管理職等への相談支援等を実施した。令和４年度より多くの企業に利用してもらえ

るよう、社内研修への派遣の取組を開始し、制度の充実を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度 【男女共同参画課】 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した企業に、広報等 

による支援を行った。 

目  的 ・女性の活躍促進に取り組む事業者の増加、気運の醸成 

対  象 

・「やまぐち男女共同参画推進事業者認証制度」による認証を受けている 

・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を労働局に届け出ている 

・法令に違反する重大な事実がない 

支援内容 

・取組内容をハローワーク等の就職支援窓口へ情報提供 

・中小企業制度融資「女性活躍応援資金」の利用 

・女性活躍促進施設整備補助金による支援 

宣言事業者件数 318 件（令和６年度末） 

 

◆ＳＮＳによる女性活躍に向けた積極的な情報発信 【男女共同参画課】 

令和３年度に開設したＬＩＮＥの公式アカウントを通じ、積極的な情報配信を実施した。 

 

 

○「輝き女性サポーター」派遣による相談支援 

 ＜派遣の概要＞ 

区分 社内研修等への派遣 女性社員等へのアドバイス 

概要 
サポーターを研修や座談会に
派遣し、事例紹介を実施 

サポーター1 名つき、少人数（4
名まで）での面談に対応  

会場 
・申請者が用意した会場 
・オンライン 

・山口県庁又は山口県総合庁舎等 
・オンライン 

時間等 
・平日（社内研修実施日） 
・派遣人数、時間等は、事業所
の要望等を踏まえ、県が調整 

・平日 10 時から 16 時までの間 
・面談時間：1 回 60 分から 90 分 
・参加者数 1 回につき 4 名まで 

○「やまぐち女性活躍推進セミナー」の開催 

   日 程：令和６年 11 月 18 日  

参加者：リーダー研修 22 人、パネルディスカッション 17 人、座談会 16 人 

  内 容：リーダー研修、輝き女性サポーターとの意見交換、交流会 

○意見交換会の開催 

  日 程：令和７年２月 10 日 

  参加者：講師、輝き女性サポーター等９人 

  内 容：輝き女性サポーターとしての活動の振り返りと、女性活躍に向けて意見交換 
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◆講座開催事業 【山口きらめき財団】 

○「女性リーダー養成セミナー」の開催（山口県経営者協会と共催） 

  日 程：令和６年９月～12 月（４回開催） 

  参加者：企業等の管理職候補者 36 人 

  内 容：リーダーに必要とされるスキルやネットワークづくりなどを学ぶ 

○「男性管理職セミナー」の開催（山口県経営者協会と共催） 

日 程：令和６年 11 月 14 日（木）、12 月 18 日（水） 

  参加者：企業等の男性管理職 35 人 

 内 容：女性社員の特徴や新入社員の特徴と対応策などを学ぶ 

 

Ｂ 行政等における女性の参画拡大 

◆審議会等への女性の登用 【人事課】 

審議会等委員の女性登用を推進した結果、令和７年４月１日時点の登用率は 44.5%になった。 

 

◆女性職員の役付職への登用及び人材養成 【人事課】 

○「山口県女性職員活躍推進行動計画」に基づき、令和８年４月に課長級以上に占める女性

職員の割合を 18％とすることを目安に、意欲と能力のある女性職員の登用を推進。 

○女性が配置されていない職務、ポストへも積極的に女性を配置するなど、職域を拡大。 

 

◆女性教職員の役付職への登用及び人材養成 【教育政策課・教職員課】 

○「山口県教育委員会特定事業主行動計画」に基づき、令和８年度までに女性職員の割合を

25％とする目標を掲げ、更なる採用拡大と女性活躍に向けた取組を推進した。 

○優秀な女性管理職の登用を図るため、校内外の研修を充実させるとともに、管理職選考の

改善を進めた。 

  

◆女性警察職員の役職への登用及び職域の拡大 【警務課】 

○「山口県警察特定事業主行動計画」に基づき、令和８年度までに女性警察官の割合を約 12％

とする目標を掲げ、更なる採用拡大と女性活躍に向けた取組を推進した結果、令和７年４

月１日時点で目標値を上回っている。 

○山口県警察の働き方改革「山口県警察チャレンジビジョン」の取組の一つに、「女性の活

躍に向けた取組の推進」を掲げ、男性警察職員の育児・家事分担の促進、育児・介護と仕

事の両立のための支援制度の周知徹底、育児中の女性警察官が当直等勤務に従事しやすい

職場環境の整備を推進した。 

○若手警察職員のキャリア意識の醸成を図るため、幹部職員を講師とする部内研修会を開催

した。 
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Ｃ 様々な分野における女性の参画拡大 

◆県内創業・事業承継促進事業 【経営金融課】 

多様な創業や円滑な事業承継を促進するための一体的な環境整備の推進により、本県経済の持

続的な成長と雇用の場の創出を図った。 

○創業と事業承継の一体的支援の推進 

・創業・事業承継総合サポートセンターの運営 

・商工会議所等による創業・事業承継支援の取組強化 

○円滑な事業承継の促進 

・事業承継集中支援期間の設定 

・後継者育成支援プログラムの実施 

・経営課題診断の実施 

・中小Ｍ＆Ａアドバイザーの派遣 

○多様な創業の実現に向けた支援 

・創業支援情報の効果的な発信 

・創業支援金・移住創業支援金の支給 

・創業支援コーディネーターの配置 

・女性起業家創出成長支援 

・社会起業家育成支援 

 

◆子育て女性等の活躍応援事業 【労働政策課】 

働く意欲のある子育て女性等を対象に、職業訓練を通じて職業能力の開発・向上を図るこ

とで、再就職を促進した。 

○職業訓練の実施 

 ・託児サービスを付加した委託訓練 

 ・離職者等再就職訓練の定員に母子家庭の母等を設定 

 

◆山口県女性活躍推進知事表彰 【男女共同参画課】 

 様々な分野、地域で活躍する女性等の功績を称え、「女性のチャレンジ賞」を３名、「男 

女共同参画社会づくり功労賞」を２名に授与した。（令和６年 10 月 24 日） 

○ 女性のチャレンジ賞 

氏 名 所属・役職等 住所地 

伊藤 節子 企業組合あぶホームメイド 代表理事 阿武町 

遠藤 亜祐美 APPAREL＆GIFT GINNA 店主 下関市 

藤岡 亜希子 マザーズスマイル山口 代表 山口市 
 

○ 男女共同参画社会づくり功労賞 

氏 名 所属・役職等 住所地 

岡部 つや子 山陽小野田市連合女性会 会長 山陽小野田市 

楊井 敦子 萩市女性団体連合協議会 元会長 萩市 
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◆女性デジタル人材育成事業 【産業人材課】 

未就業等の女性に対し、プログラミング等のデジタルスキルを習得する講座やインターン

シップを実施し、女性の就業や待遇改善を支援した。 

・「やまぐち女性デジタル人材育成コンソーシアム」の設置 

・プログラマー養成講座の実施 

・コンソーシアム参画団体等と連携した就業支援 

 

重点項目２ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 
 

Ａ 仕事と生活の調和に向けた就業環境の整備  

◆「やまぐち男女共同参画推進事業者」認証制度の推進 【男女共同参画課】 

男女共同参画に向けた自主的な活動に積極的に取り組む事業者等を県が「やまぐち男女共

同参画推進事業者」として認証する制度を推進した。（認証件数 882 件（令和６年度末）） 

◆「新しい働き方」導入支援事業 【労働政策課】 

「働き方改革」の実現に向け、時間や場所にとらわれない多様な働き方やデジタル技術の

活用により可能となる働き方など「新しい働き方」の導入等を支援した。 

・「新しい働き方」導入支援ワークショップ及び伴走支援の実施 

・やまぐち働き方改革支援センターによる企業・従業員の取組支援 

・モデル取組事例の創出・拡大 

・優良企業の取組支援 

・男性の育児参画促進重点啓発 

・男性の育児休業取得促進 

 

◆産業廃棄物適正処理推進事業 【廃棄物・リサイクル対策課】 

優良産廃処理業者を対象に、県内事業所における女性の就業環境整備への支援を実施した。 

 

◆令和５・６年度建設工事等入札参加資格審査 【監理課】 

○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び届出の有無を県評価項

目とし、都道府県労働局へ届け出ている場合に加点評価した。 

○やまぐち男女共同参画推進事業者の認証を受けている者について加点評価した。 

○やまぐち女性の活躍推進事業者の登録を受けている者について加点評価した。 

○誰もが活躍できるやまぐちの企業の認定を受けている者について加点評価した。 

 

Ｂ 多様な選択を可能とする子育てや介護の支援 

◆地域子ども・子育て支援事業 【こども政策課・こども家庭課】 

子育て家庭のニーズに応じた、延長保育、放課後児童クラブ等の地域の子育て支援を推進

した。 

 

◆ヤングケアラー相談支援体制整備事業 【こども家庭課】            

ヤングケアラーを早期に把握し、適切な支援につなげるため、支援人材の育成や専門相談 

窓口の整備等の取組を実施した。 

 

やまぐち男女共同参画 

推進事業者 
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Ｃ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

◆デジタルを活用した採用力強化支援事業 【労働政策課】 

若者の県内就職促進に向けて、デジタルを活用した採用活動の考え方・ノウハウの習得を

支援することで、県内企業の採用力の強化を図った。 

○企業向けセミナーの開催 

若者への情報発信やインターンシップ等において、デジタルを効果的に活用するための知

識・ノウハウを習得できる企業向けセミナーを開催（14 回） 

○アドバイザー派遣による伴走支援 

採用活動のデジタル化に向けて個別の支援を必要とする県内企業にアドバイザーを派遣 

し、セミナーと連動した伴走支援を実施 

 

Ｄ 多様で柔軟な働き方の導入促進と就業機会の創出 

◆介護人材確保総合対策事業 【厚政課】 

拡大、多様化する介護ニーズに対応するため、中高年層や主婦等の多様な人材の参入促進、

福祉・介護分野の魅力発信による職業イメージの向上による人材の定着促進等の総合対策を

実施した。  

  

◆女性・シニア新規就業促進事業 【労働政策課】 

未就業の女性やシニアの多様なニーズに応じた就業機会を創出するとともに、企業に対し

て働きやすい職場環境整備等への支援を行い、女性・シニアの希望に応じた就業を促進した。 

○女性の時間的制約に応じた雇用の創出、就業意欲の喚起・マッチング 

内 容：未就業女性と雇用を検討する企業とのマッチングイベントの開催 

日時等：令和６年 10 月 31 日（木） 

参加者：68 人 参加企業：67 社 

○シニアの知識・経験や体力に応じた新たな雇用の創出、就業意欲の喚起・マッチング 

○「女性活躍促進施設整備補助金」による職場環境整備の支援（R6 交付件数：24 件） 

 

◆建設産業活性化推進事業 【監理課】 

若者や女性の県内建設産業への入職・定着の促進を図るため、建設産業の魅力発信や就職

マッチングの支援等とともに、新たな担い手を呼び込む環境整備として、週休２日の定着等、

働き方改革の推進に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○けんせつ小町に会おう！工事現場見学会と座談会（台風の影響により中止） 

日時等：令和６年８月 30 日（金）、防府市・周南市 

参加者：女子高校生・高専生 約 30 人 

内 容：工事現場見学及びけんせつ小町（女性就業者）との意見交換会を実施 
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重点項目３ 地域における男女共同参画の推進 
 

Ａ 地域における男女共同参画の推進 

◆きららでキラリ！県民活動促進事業 【県民生活課】 

山口きらら博記念公園でのイベントの開催を通じて、県民活動の魅力発信や参加機会の提

供等を行い、団体の活動を活発化させるとともに、誰もがいきいきと県民活動に参加できる

環境づくりを促進した。 

○「きららでキラリ！県民つながるフェスタ」の開催 

  内 容：団体等のステージ発表、PR ブースの出展、優れた取組を行う団体の表彰等 

  開催日：令和６年 10 月 26 日（土）、27 日（日） 

  参加者：ステージ発表 10 団体、ブース出展 40 団体、運営ボランティア 延べ 17 人 

○出展者・運営ボランティア交流会の開催 

  回 数：７回（７月、８月、10 月、３月） 

  参加者：延べ 155 人 

 

Ｂ 農山漁村における男女共同参画の推進 

◆女性が輝く農林水産業づくり推進事業 【農林水産政策課】  

「第３次山口県農山漁村女性に関する中長期ビジョン」の実現を加速化するため、地域の

主要な担い手である農山漁村女性がその持てる能力を発揮し、地域に主体的に参画できる環

境や体制の整備を図った。 

○農山漁村男女共同参画推進会議の開催(県域１回) 

内容：農山漁村男女のパートナーシップ指標の進捗状況および関連施策について 

     山口県農山漁村女性連携会議構成団体の活動状況・情報交換 

○農山漁村男女共同参画推進会議（地域）及び「農山漁村女性の日」推進活動（８地区） 

○持続可能な生産とくらしのしくみづくり 

・輝く農山漁村女性研修会の開催（県域１回） 

・地域の課題解決につながる実践活動を推進する女性リーダーの育成（８地区） 

 

◆農林漁業女子ステキ・スタイル応援事業 【農林水産政策課】  

経営発展に向けた実践活動に取り組む「やまぐち農林漁業ステキ女子」を育成し、農林漁

業の働き方改革やステキ女子を応援する体制づくりを促進するなど、女性の活躍場面を多様

に創出することで“女性が働きたくなる農林漁業”の実現を目指した。 

○農山漁村女性活躍支援センターによる専門家等の派遣（24 回） 

○女性が働きやすい農林漁業経営体づくりセミナーの開催(３回) 

○ステキ女子活躍推進補助金による女性のアイデアを活かした 

新たな取組を支援（５件） 

○やまぐち農林漁業ステキ女子リーダー育成フォーラムの開催 

（令和７年１月 29 日） 

○ステキ女子をつなげるネットワークづくりとしての 

女子会開催（県域及び８地域） 

○「やまぐち農林漁業ステキ女子」を紹介するパンフレット・動画の制作 

○応援企業とコラボしたマルシェの開催（３回） 
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Ｃ 防災における男女共同参画の推進  

◆地域防災力充実強化事業 【防災危機管理課】 

住民の避難行動が自発的に行われるための体制づくりと防災意識の底上げに取り組むとと

もに、女性に配慮した避難所運営を推進した。 

○ 地域の避難体制の構築 

○ 地域住民による避難所運営の推進 

○ ＡＲ機器等を活用した体験型防災啓発 

○ 避難カードを活用した防災教育 

○ 自主防災組織の育成・充実 
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基本目標Ⅱ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

  男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野に共に参画し、責任を分かち合い、

性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる「男女共同参画社会」を

実現していく上で、大きな課題として挙げられるものに「固定的な性別役割分担意識」があ

る。 
男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直しを行うとともに、あらゆる分野にお 

いて、男女共同参画について認識を深めるための取組を進め、意識の改革を推進した。 

 

重点項目４ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

 
Ａ 県民意識の醸成に向けた取組の推進 

◆男女共同参画パワーアップ事業 【男女共同参画課】 

県民の男女共同参画に対する意識の一層の醸成と理解促進を図るため、男女共同参画に関

する新たなテーマ（固定的な性別役割分担意識の解消）に関するセミナーを開催した。 

○パワーアップ講座「誰もが自分らしく輝く社会へ」 

  開催日：令和７年２月８日（土） 

  内 容：基調講演：「誰もが自分らしく輝く社会へ」 

事例発表及びトークセッション「社会の居場所で私と仲間の輝きを発信」 

参加者：61 人 

 

◆男女共同参画推進月間（10 月）における各種普及啓発 【男女共同参画課】 

○令和６年度男女共同参画推進月間ポスターコンテストの実施 

男女共同参画に関する絵画を広く募集し、最優秀作品をポスターとして使用した。 

・・応応募募点点数数  4400 点点      ・・入入賞賞作作品品  最最優優秀秀１１点点、、優優秀秀２２点点、、入入選選５５点点  

                        

 

◆人権ふれあいフェスティバルの開催 【人権対策室】 

日 時 等 ：令和６年 12 月 21 日(土)、山陽小野田市 

参加者数：約 800 人 

内  容：講演会、人権啓発パネル展示、人権啓発動画上映ほか 

 

最優秀作品 貞木 陽詩さん 優秀作品 溝部 一葉さん  優秀作品 吉田 智基さん 
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◆「男女共同参画推進月間」推進事業 【山口きらめき財団】 

○「家族みんなのフェスタ」の開催 

  日 程：令和６年 11 月 17 日（日） 

  参加者：600 人 

  内 容：子育て世代を中心に家族みんなで楽しみながら男女共同参画を進めるイベント 

◆男女共同参画推進事業 【山口きらめき財団】 

男女共同参画を促進するための普及啓発や人材育成などに取り組む３団体を支援した。 

◆表彰事業 

  ○山口県女性活躍推進知事表彰 【男女共同参画課】 

    様々な分野、地域で活躍する女性等の功績を称え、「女性のチャレンジ賞」を３名、「男 

女共同参画社会づくり功労賞」を１名に授与した。（令和６年 10 月 24 日） 

  ○男女共同参画きらめき賞 【山口きらめき財団】 

     男女共同参画の形成等に寄与し、他の模範となる１団体に対し、男女共同参画きらめき 

    賞を授与した。（令和６年 10 月 24 日） 

 

Ｂ 人権を尊重した取組の推進 

◆ＬＧＢＴ等理解増進事業【男女共同参画課】 

  ＬＧＢＴ理解増進法に基づく、性の多様性に関する理解増進施策を実施し、性の多様性を

認め合い、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指した取組を行った。 

○パートナーシップ宣誓制度の周知・導入 

○弁護士による専門相談（法律）窓口の設置 （相談件数：9 件） 

○他の当事者等と交流し、悩みを相談できるカフェ型相談会の開催（参加者：延べ 110 人）

○職場での配慮などをまとめた「事業者向け性の多様性ガイド」の作成・配布 

○性の多様性に関する基礎知識等の啓発動画（7 本）を制作・配信 

◆人権問題に係る各種啓発活動 【人権対策室】 

○テレビＣＭ、ラジオＣＭの放送(通年） 

○同和問題啓発週間の実施（令和６年 11 月 11 日～11 月 17 日） 

○人権啓発推進月間の実施（令和６年 12 月） 

○啓発ポスターの配布 

◆市町等と連携した人権啓発活動の積極的推進 【人権対策室】 

○市町人権担当職員研修の実施（令和６年５月、10 月） 

○スポーツ組織と連携したスタジアム啓発等の実施（３回） 

◆人権教育指導者養成事業 【人権教育課】 

学校教育及び社会教育における人権教育の推進を図るための方策及び実践上の諸問題を研

究協議し、指導者としての資質の向上を図った。 

会議名 日時 場所 参加者等 

人権教育主管課長及び担当者合同会議 令和６年４月 17 日 山口県庁 79 人 

高等学校等管理職人権教育研究協議会 令和６年４月 23 日 山口県セミナーパーク 116 人 

小・中学校管理職人権教育研究協議会 令和６年５月９日～30 日 各地域７地区 469 人 

高等学校等人権教育担当教員等研究協議会 令和６年５月 15 日 山口県総合保健会館 80 人 
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学校・地域人権教育推進指導者研修会（１回目） 令和６年６月４日 山口県庁 40 人 

小・中学校等人権教育担当教員等研究協議会 令和６年６月11日～27日 各地域７地区 400 人 

学校・地域人権教育推進指導者研修会（２回目） 令和６年９月 13 日 山口県庁 44 人 

高等学校等ブロック別人権教育担当者研究協議会  
令和６年 11 月 27 日～ 

令和７年１月 28 日 
各地域７地区 106 人 

市町人権教育担当者研修会（学校教育・社会教育） 令和７年２月 13 日 山口県庁 40 人 

◆人権教育調査研究事業 【人権教育課】 

小・中・高等学校等の人権教育に関する事例の内容、活用等についての調査研究や、様々

な人権課題に関する研修講座等への指導者派遣による、より専門性の高い指導者の養成等を

行った。 

 

Ｃ 男性の家事・育児等参画の推進 

◆男性の家事・育児参画促進事業 【男女共同参画課】 

次代を担う高校生や大学生等が、将来、固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、

家事・育児参画への関心を持ってもらう取組を推進した。 

○高校生等を対象とした男性の家事・育児参画に関する啓発動画コンテストの開催 

・男性が家事・育児に参画することのメリットや 

男性が家事・育児に積極的に取り組んでみよう 

と思える内容の１分以内の動画を募集         

（応募数：９作品） 

 

 

 

○入選作品一覧 

賞名 受賞者（氏名またはグループ名） 作品名 

最優秀賞 野田学園中学高等学校 家庭科部 漫才：「イクメンになろう！」 

優秀賞 

宇部高専 2024 プロジェクト 学習 3 班 男性の育休取得の方法について学ぼう! 
沼田 菜那（宇部工業高等専門学校） 漫画で描く母親の日常 
藤井 春姫（徳山商工高等学校） 地獄と天国 

入 賞 

入尾野 紗菜（徳山商工高等学校） ゲームやってる場合じゃなくない！？ 
岩﨑 さくら（徳山商工高等学校） 時の流れ 
齊藤 稜汰 （徳山商工高等学校） 家事育児の大切さ 
中川 澪（徳山商工高等学校） 幸せをつかむために 
増田 侑悟（徳山商工高等学校） 幸せ家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰式：令和７年２月１２日（水） 

最優秀賞 
漫才「イクメンになろう！」 

優秀賞 
「男性の育休取得の方法について学ぼう!」 
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○家事ハウツー集（第２弾）等の配布 

家事に対する負担感を軽減し、男性が気軽に家事に参加するきっかけとしていただくため、

具体的で実践的な家事ハウツー集（第２弾）等を配布した。 

【内 容】 ※令和元年度から令和３年度に実施した「カジダン講座」の内容を盛り込み 

 ・我が家の家事分担、どこかヘン？ 

・見えてるようで見えない家事 

・工夫と協力で実現する、家事の「効率化」！ 

・「価値観理解」で家事の共感度を高めよう！ 

・「時短料理」を身につけて家事レベルアップ！ 

・家事再発見！ひとことヒント  

・一番たいせつな家事ってなんだろう 

【配  布】県庁情報公開センター 

各県民局 

市役所・町役場等 

 

◆「おやじの会」※のネットワークづくり支援と設立促進 【地域連携教育推進課】 

父親等の家庭教育参加を促進するための集いや、おやじの会などによる地域活動の取組事

例の報告、情報交換を行った。 

※父親等が子どもたちのために、地域で自主的に活動する任意のボランティア団体。父親等も育児や家

庭教育に積極的にかかわっていこうという目的のもと、各小中学校の保護者等を中心に構成されている。 

○おやじの会 247 団体（令和６年度末） 

 

重点項目５ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

 

Ａ 男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の推進 

◆未来を描く！学校内子育てひろば推進事業 【こども政策課】 

中学校や高等学校内に、乳幼児親子が集う「子育てひろば」の開設を支援し、未来を担う

若い世代が、家庭や子どもを持つことの楽しさや素晴らしさを身近に感じる機会を創出した。 

◆ＰＴＡと連携した家庭教育支援 【地域連携教育推進課】 

保護者の縦と横のつながりをつくり、就学前から学齢期を通した継続的な家庭教育支援の

推進体制を構築した。 

○ＰＴＡと連携した家庭教育支援のリーフレットを通じた啓発 

○ＰＴＡ家庭教育リーダー研修会の開催 

 

Ｂ 国際交流・国際協力を通じた男女共同参画の推進  

◆青年海外派遣協力隊事業 【国際課】 

青年海外協力隊の海外派遣事業について、広報及び募集活動への協力を実施した。 

優秀賞 
「漫画で描く母親の日常」 

優秀賞 
「地獄と天国」 

 

家事ハウツー集（第２弾） 

「見つけよう！幸せ家族の法則」 
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基本目標Ⅲ 男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり 

男女共同参画社会を形成していくうえで、一人ひとりの人権が尊重されることが重要で

あり、個人に対する暴力は重大な人権侵害であることから、配偶者等からの暴力や性犯罪

など、男女間におけるあらゆる形態の暴力の根絶に向けた取組を推進した。 

また、生涯を通じた健康の支援やひとり親家庭、高齢者、障害者など全ての人が安心し

て暮らせる社会づくりを進めた。 

 

重点項目６ 男女間における暴力の根絶 

Ａ 男女間の暴力を根絶するための基盤づくり  

◆配偶者等からの暴力予防啓発の実施 【男女共同参画課】 

配偶者や交際相手からの暴力の予防啓発の強化や県男女共同参画相談センターの認知度向

上のため、啓発を行った。 

○ＤＶやデートＤＶに関するパネルやポスター、リーフレット等 

の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山口県旧県会議事堂等におけるパープルライトアップを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ホームページ等を活用した配偶者暴力防止法・ストーカー規制法の広報活動【人身安全・少年課】 

山口県警ホームページ、各署メールマガジン等を活用し、配偶者暴力防止法、ストーカー

規制法の広報を実施した。 

◆講師・アドバイザー派遣事業 【山口きらめき財団】 

    ＤＶ・デートＤＶについて学ぶ研修会に講師を派遣した。（件数 ２件、参加者 延べ 52 人） 

◆デートＤＶ防止講座の開催 【山口きらめき財団】 

高校生、大学生等を対象としたデートＤＶ防止講座を、６月から１月にかけて、28 校（参

加者 4,526 人）で開催した。 

女性に対する暴力根絶のシンボル 
「パープルリボン」 

「デートＤＶリーフレット」 

「ＤＶリーフレット・カード」 

「山口県旧県会議事堂」 岩国市「錦帯橋」 
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◆情報モラル研修会の開催 【教育情報化推進室】 

    山口県警察及び民間事業者等との協働により、学校や家庭における情報モラル教育を推進

した。 

○令和６年度情報モラル研修会の開催 

・小学校    271 校 

・中学校    180 校 

・高等学校   198 校 

・特別支援学校  19 校    （校数は延べ数） 

 

Ｂ ＤＶ対策の推進  

◆男女共同参画相談センターによる取組 【男女共同参画課】 

配偶者暴力防止法、困難女性支援法、山口県男女共同参画推進条例、山口県配偶者暴力等

対策基本計画及び山口県困難女性支援計画に基づき、配偶者等からの暴力や男女間の様々な

問題の相談、一時保護、就労支援等を行った。 

◆配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業 【男女共同参画課】 

山口県配偶者暴力等対策基本計画に基づき、配偶者等からの暴力の防止に係る普及啓発を

行うとともに、市町、関係機関・団体等と連携・協働し、被害者支援対策（相談、保護、自

立支援）を充実強化した。 

○市町配偶者暴力相談窓口の職員及び関係機関・団体等を対象に研修を実施 

初任者研修会（令和６年５月１６日開催） 

・研修内容    「配偶者暴力対策における県、市町の役割・取組」 

         「配偶者暴力被害者への支援において大切にしたいこと」 

          ・婦人相談員から 

          ・児童虐待防止対応コーディネーターから 

          ・NPO 法人山口女性サポートネットワークから 

専門研修会 （令和６年１２月１６日開催） 

・講演    「困難な問題を抱える女性への支援のために私たちができること」 

講師：立教大学コミュニティ福祉学部 教授 湯澤 直美氏 

  ・講師との意見交換 

○ＤＶ被害者等支援の充実に資する、民間シェルターの先進的な取組を支援 

◆ＤＶ対応・児童虐待対応連携強化事業 【男女共同参画課】 

ＤＶ被害者等の子どもへの支援の充実を図るため、「児童虐待防止対応コーディネーター」

を男女共同参画相談センターに配置し、児童虐待対応との連携強化を図った。 

○同伴児への学習支援 ２名 

○同伴児への心理的ケア 13 名 

○要保護児童対策地域協議会への出席 １件 

○個別ケース会議への出席 0 件 

○退所児童のアフターフォロー 0 件 

◆犯罪被害者等を支えるまちづくり推進事業 【県民生活課】 

犯罪被害者やその家族又は遺族に対する経済的な支援をはじめ、県民に広く犯罪被害者等

支援の必要性や二次的被害の防止に関する広報啓発活動を行い、県民が安心して暮らすこと

のできる地域社会の実現に取り組んだ。 
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◆つながるやまぐちＳＮＳ相談事業 【こども家庭課】 

子育ての悩みや虐待、ＤＶ等に関する相談に、専門職員が 24 時間・365 日、ワンストップで対

応するＳＮＳ相談窓口を開設した。 

◆県営住宅への優先入居等 【住宅課】 

ＤＶ被害者等を県営住宅の入居者募集時に設定される優先枠等の対象者とした。 

◆住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録促進 【住宅課】 

ＤＶ被害者を対象とする住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録を促進するため、山口

県居住支援協議会の枠組みを活用し、県ホームページ等で広報を実施した。 

 

Ｃ 性犯罪・性暴力対策の推進及び被害者支援 

◆性暴力被害者支援事業 【男女共同参画課】 

やまぐち性暴力被害者支援システム「あさがお」により、医療機関をはじめとする関係機

関と連携協力し、被害直後からの総合的な支援を実施した。 

【相談専用電話】                      

  やまぐち性暴力相談ダイヤル あさがお #8891 または 083-902-0889(おはやく) 

  ※24 時間 365 日運用の相談体制 

【支援内容】 

・相談支援員による電話・面接相談、病院等への同行支援等 

・医療、心理カウンセリング、法律相談等の支援の提供及び費用負担 

・証拠物の採取・保管 

◆犯罪被害者支援事業 【警察県民課】 

○被害者支援連絡協議会の運営 

○事情聴取場所等借上げ制度の運用 

○被害者等支援心理カウンセラー制度の運用 

○「被害者の手引き」の作成 

○身体犯被害者の医療費に係る公費負担制度の運用 

○犯罪被害者等支援委託事業（電話等相談、直接支援、広報・啓発業務） 

 

Ｄ ストーカー行為、セクシャル・ハラスメント等への対策の推進 

◆犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 【県民生活課】 

「犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に基づき、県民の自主防犯意識の高揚を図る

とともに、県民、事業者、市町、警察等の連携による地域の防犯活動を推進した。 

○防犯対策推進調整事業 

・やまぐち犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会（書面）の開催(令和６年５月） 

・市町防犯担当課長会議の開催（令和６年４月 12 日） 

○広報・普及啓発事業 

 ・「犯罪被害者週間行事」の開催（令和６年 11 月 16 日：下関市） 

・犯罪被害者等支援ミニパネル展（令和６年 11 月から 12 月:県下３市と県庁） 

○県民主体の自主防犯活動 

・地域コミュニティ防犯力促進会議の開催（令和６年 10 月 11 日：防府市） 

・防犯・交通安全講習会（出前講座）の実施（計 80 回開催、4,399 人受講） 

・犯罪被害者等相談窓口担当者研修会の開催（令和６年８月 27 日） 
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◆教職員に対するセクシュアル・ハラスメント等の防止・啓発活動 【教職員課】 

冊子「セクシュアル・ハラスメントを防止するために」「妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメントを防止するために」等を活用した教職員への啓発活動を継続実施した。 

◆ストーカー事案の加害者に対する精神医学的治療制度 【人身安全・少年課】 

つきまとい行為を繰り返すストーカー加害者に対し、精神科医等への受診を勧奨するとと

もに、警察官による当該加害者への対応要領等について、精神科医等から助言を得て対応し

た。 

 

重点項目７ 生涯を通じた男女の健康の支援 

Ａ 生涯を通じた健康の保持増進対策の推進 

◆循環器病対策推進事業 【健康増進課】 

循環器病の発症予防や発症時の対応等の啓発と、再発・重症化予防に向けた医療従事者等 

による多職種間の連携強化を推進した。 

◆薬学的な健康サポート推進事業 【薬務課】 

県民の健康維持・増進への取組の支援や、受診が必要な県民を早期に医療につなげるため、

在宅医療に加え健康管理にも精通し総合的に相談対応できる薬剤師による薬学的な健康サポ

ートを行った。 

◆がん検診受診促進強化対策事業 【医療政策課】 

がん検診の受診率向上に向けて、協会けんぽ等を通じた職域の被扶養者（家族）に対する

直接的な受診勧奨や、がん征圧月間（９月）における全県的なキャンペーン等を通じた普及

啓発、受診しやすい環境整備のための休日・平日夜間がん検診を実施した。 

 

Ｂ 妊娠・出産等に関する健康支援 

◆切れ目のない妊娠・出産・子育て支援推進事業 【こども政策課】 

安心して妊娠・出産・育児ができる環境づくりを進めるため、不妊治療費助成、若い世代

への健康支援対策、妊産婦等を地域で切れ目なく支える「やまぐち版ネウボラ」の推進等、

妊娠前から子育て期にわたる切れ目ない支援の取組を推進した。 

◆周産期医療体制総合対策事業 【医療政策課】 

妊産婦・新生児の状態に応じた適切な医療を提供するため、総合周産期母子医療センター

を中核とした周産期医療提供体制の強化、正常分娩等に対応する助産師の活用等を推進した。 

 

Ｃ 心身の健康をおびやかす問題についての対策の推進 

◆エイズ予防対策推進事業  【健康増進課】 

国の策定した「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」に基づき、①普及啓

発の推進②相談・検査体制の充実、③医療体制の充実を柱として、戦略的な取組を行うこと

でエイズ対策を推進した。 

○普及啓発の実施 

・６月１日～６月７日 ＨＩＶ検査普及週間 ・12 月１日 世界エイズデー 
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◆若年層を対象とした薬物乱用対策強化事業 【薬務課】 

近年、若年層を中心に全国的な大麻検挙者数の急増や市販薬を乱用するオーバードーズが

問題化していることから、若年層に対する薬物乱用対策をより強化するため、大学生等と協

働の下、デジタルツールを活用し、薬物乱用の未然防止を図った。 

 

重点項目８ みんなが安心して暮らせる社会づくり 

 

Ａ ひとり親家庭等に対する支援 

◆女性自立サポート事業 【男女共同参画課】 

女性をめぐる課題が複雑化・多様化する中、経済困窮や人間関係、孤独・孤立など、様々な困

難や不安を抱える女性が社会とのつながりを回復できるよう、ＮＰＯの知見やノウハウを活用し、

女性に寄り添ったきめ細かな支援に取り組んだ。 

○ＳＮＳや電話等による相談 

・ＳＮＳ相談、メール相談、電話相談、リモートカウンセリング、面接相談の実施。 

○アウトリーチ型支援 

 ・当事者の自宅等、希望する場所での訪問面談を実施。 

 ・関係機関への同行支援を実施。 

・ハローワークでの相談会の実施 

・繁華街等における困難女性を支援するための夜間見回りの実施 

○居場所づくり 

 ・カフェ型相談会を開き、相談対応や談話ができる場所を提供 

○自立支援 

 ・ステップハウスの運営、心のケアや自立支援 

 

◆ひとり親医療対策費 【厚政課】 

ひとり親家庭の医療面での安心・安全の確保を図るため、ひとり親家庭に係る自己負担分

（入院時の食事・生活療養の自己負担を除く）の一部を助成した。 

令和６年度 受給者数 15,953 人 

 

◆ひとり親家庭等就業支援強化事業 【こども家庭課】 

ひとり親家庭の父母及び寡婦への就業相談、就職情報の提供、就業先の確保などの就労支

援サービスを実施した。 

令和６年度 相談者数 189 人 

 

Ｂ 高齢者が地域で安心して暮らせる環境の整備 

◆生涯現役社会づくり推進加速化事業 【長寿社会課】 

県版「ねんりんピック」を開催するとともに、社会参加を促す呼びかけや情報提供等を行

う「生涯現役社会づくり推進サポーター」を養成することにより、「生涯現役社会づくり」

を推進した。 
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○「生涯現役社会づくり推進サポーター」の養成 

○県版「ねんりんピック」の開催 

 (1)スポーツ文化交流大会 

日  時：令和６年３月 20 日～令和７年２月 16 日 

     参加人数：25 種目 2,276 人 

 (2)美術展 

   日  時：令和６年６月８日～10 日 

    出 品 数：138 点 

○生涯現役推進センターの運営（相談件数 978 件） 

 

◆地域支援担い手育成加速化事業 【長寿社会課】 

老人クラブを核として、生活支援サービス等の担い手育成を促進した。 

 

◆介護人材確保総合対策事業 【厚政課】  

拡大、多様化する介護ニーズに対応するため、中高年層や主婦等の多様な人材の参入促進、福

祉・介護分野の魅力発信による職業イメージの向上による人材の定着促進等の総合対策を実施し

た。 
 
◆地域共生社会推進事業 【厚政課】  

年齢や性別、障害の有無等に関わりなく、地域の誰もが自分らしく活躍し、共に支え合い

ながら、安心して暮らし続けられる地域共生社会の実現に向けた取組を推進した。 

○ユニバーサルデザイン、パーキングパーミット制度の普及促進 

○福祉ボランティア活動の促進 

○判断能力が十分でない方等の権利擁護体制の推進 

○重層的支援体制の整備促進 

 

Ｃ 障害者が地域で安心して暮らせる環境の整備 

◆あいサポート運動推進事業 【障害者支援課】 

障害者がいきいきと活躍できる地域社会の実現を図るため、誰もが障害に対する理解を深

め、配慮を実践する「あいサポート運動」を推進した。 

 

◆障害者地域生活支援推進事業 【障害者支援課】 

障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るよう、地域生活への移行を推進した。 

 

◆発達障害者支援センター運営事業 【障害者支援課】 

発達障害児（者）及びその家族等に対する相談支援、発達支援、就労支援、関係機関・施

設等への情報提供を行った。 

 

◆医療的ケア児支援センター運営事業 【障害者支援課】 

医療的ケア児及びその家族その他の関係者に対する専門的な相談支援を行った。 
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◆難聴児支援推進事業 【障害者支援課】 

難聴児とその家族等に対し、乳児期から切れ目なく、多様な状態像に応じた支援を推進し

た。 

 

◆障害者雇用促進事業 【労働政策課】 

関係機関と連携し、障害者雇用に係る事業主の理解を促進するとともに、障害者の職業訓

練や就職面接会を実施することにより、障害者の意欲と適性に応じた就労を支援した。 

○事業主の理解の促進 

・障害者雇用を推進する職場リーダーの養成 

・優良企業の取組促進（優良事業所や優秀勤労障害者の表彰、セミナーの開催等） 

○障害者就職面接会 

○障害者の多様なニーズに対応した職業訓練 

○新規学卒障害者職業訓練 
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計画の推進 

本県の男女共同参画の一層の促進を図るためには、県による率先した取組を行うととも

に、市町、事業者・団体等が自主的に取り組む男女共同参画の実践活動の推進と、それら

への支援の充実・強化が重要である。 

このため、推進体制の整備・機能強化に努めるとともに、「第５次山口県男女共同参画

基本計画」に基づき施策を計画的に推進し、国、市町、事業者、関係団体等と連携強化・

協働し、男女共同参画に向けた取組を推進した。 

１ 推進体制の整備・機能強化 

◆「山口県男女共同参画審議会」の開催 

男女共同参画に関する重要事項の調査・審議、男女共同参画に関する施策等の建議などを

行う「山口県男女共同参画審議会」を開催した。 

開催日 主な審議内容 

令和６年７月 31 日 
・令和６年版「山口県男女共同参画白書」について 

・「男女共同参画に関する県民意識調査」及び「男女間における暴力等に

関する調査」の実施について 

令和７年３月 19 日 

・会長、副会長選任について 

・専門委員、専門委員長選任について 

・「男女共同参画に関する県民意識調査」及び「男女間における暴力等に

関する調査」結果の概要について 

・令和７年度の男女共同参画に関する主な取組について 

・意見交換 

◆「山口県男女共同参画推進本部」による進行管理  

県における男女共同参画に関する横断組織である「山口県男女共同参画推進本部」の中に設

置した「女性の活躍促進プロジェクト・チーム」を中心に、関係各課・室との連携の下、男女

共同参画関連施策の総合的、効果的な推進を図るとともに、適切な進行管理に努めた。 

 

◆「山口県男女共同参画推進連携会議」との連携 

県内の幅広い分野における民間団体等で構成する「山口県男女共同参画推進連携会議」を

開催し、主な取組実績や取組計画について報告するとともに、取組の充実を図った。 

また、「山口県男女共同参画推進連携会議」の中に設置した「女性活躍部会」（R5 年 9 月「や

まぐち女性の活躍推進チーム」から名称変更）と連携しながら事業を実施した。 
さらに、県全体で女性活躍に向けた気運の醸成を図り、より一層推進していく必要がある

ことから、男女共同参画推進連携会議を「女性活躍推進法に基づく協議会」として位置付け、

情報交換や取組を行った。 

 

２ 男女共同参画の計画的な推進 

◆年次報告  

山口県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画に関

する施策について、年次報告として県民に広く情報提供を行い、施策の適切な立案と進行管

理に努めた。 
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３ 国、市町、事業者、関係団体等との連携強化・協働 

・国、市町、事業者、関係団体等と男女共同参画の推進に関する情報共有や意見の交換を行

い、連携して施策を実施した。また、国に対して必要な施策や財政措置の充実等を働きか

けた。 

・市町男女共同参画主管課（室）長会議等、会議・研修会等を開催し、男女共同参画の推進

に向けた情報提供や意見交換など、市町に対する支援を行った。 

・（公財）山口きらめき財団と連携し、男女共同参画を推進する団体等の活動への支援に取り組んだ。 
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「「ややままぐぐちち女女性性活活躍躍応応援援団団」」地地域域シシンンポポジジウウムムをを開開催催！！  

県では、働く場における女性の活躍を応援するため、産学公の代表者で結成した「やまぐち

女性活躍応援団」の取組として、地元市や企業・大学との連携による「地域シンポジウム」を

開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ココララムム  

株式会社ポーラ コーポレート室⻑ 佐藤幸⼦⽒ 

基調講演では、⼥性活躍の先進企業である、株式会社
ポーラの佐藤⽒より、御講演をいただきました。 

続いて、⼭陽⼩野⽥市の⻄⽇本医療サービス株式会
社、富⼠商株式会社から、地元企業を代表して⼥性活躍
の取組事例の紹介をいただいた後、⼭⼝東京理科⼤学、
⼭陽⼩野⽥市⻑、⼭⼝県知事も加わり、「地域における
⼥性活躍の現状とこれから⽬指す先について」をテーマ
にしたパネルディスカッションを⾏い、産学公のパネリ
スト達が、意⾒交換を⾏いました。 

また、県内⼤学⽣を対象に、市内企業の先輩⼥性社員
から⾃⾝のワークライフバランスをテーマとした発表を
いただき、参加学⽣を交えた意⾒交換を⾏いました。 

富⼠商株式会社 
専務取締役 藤⽥征⼈⽒ 

⻄⽇本医療サービス株式会社 
総務部⻑ 末村⼤輔⽒ 
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第３部 令和７年度に講じようとする施策 





 

令和７年度の主な取組 

 

１１  基基本本的的考考ええ方方 

   「山口県男女共同参画推進条例」及び「第５次山口県男女共同参画基本計画（令和３年３

月策定）」に基づき、「男女共同参画社会の実現」を目指し、諸施策を県民、市町、関係機

関・団体、事業者と連携して、総合的に展開する。 

   また、女性管理職・事業者等への支援や情報発信の強化、女性が働き続けられる環境づく

りに向けた取組等の促進により、女性が輝く地域社会の実現を図る。 

 

２２  令令和和７７年年度度主主要要事事業業 

基基本本目目標標ⅠⅠ  男男女女がが共共にに活活躍躍ででききるる地地域域社社会会づづくくりり  

重重点点項項目目１１  ああららゆゆるる分分野野ににおおけけるる政政策策・・方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画拡拡大大  

重重点点項項目目２２  雇雇用用等等ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進とと仕仕事事とと生生活活のの調調和和  

重重点点項項目目３３  地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  
 

① 女性の活躍応援事業 【男女共同参画課】                3,713 千円 

事業者・大学・市町・関係団体と連携した啓発活動や情報発信により、女性の活躍を促進

する。 

◆「やまぐち女性活躍応援団」による女性の活躍促進 

県、経済５団体、大学リーグやまぐち、市長会、町村会の産学公の各代表者で構成す

る「やまぐち女性活躍応援団」による取組の普及・拡大 

○地域シンポジウム開催（下関市）による地域の女性活躍の加速化 

○トップのメッセージ発信や好事例の共有による普及 

◆「輝き女性サポーター」による相談支援 

女性管理職登用促進に向け、女性管理職のロールモデルとなる「輝き女性サポーター」

（県認定）の派遣による面談等、県内事業所の女性管理職等への相談支援を実施する。 

◆やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度 

女性活躍推進法に基づく行動計画を策定した企業等に対して、 

広報等による支援を行う。 

 

② 男女共同参画パワーアップ事業 【男女共同参画課】           3,548 千円 

◆やまぐち男女共同参画推進事業者認証事業 

男女共同参画に向けた自主的な活動に積極的に取り組む事業者や団体などを「やま

ぐち男女共同参画推進事業者」として認証し、その活動を支援する。 

③ 拡若者との共創による県内企業魅力向上事業 【労働政策課】          84,700 千円 

若者の視点を取り入れた企業の魅力向上に向けた取組により、県内企業の魅力向上を支

援する。 
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○企業魅力向上セミナーを開催し、希望に応じて専門家による個別相談を実施 

○奨学金返還支援制度を創設した企業に対して奨励金を支給 

○若者主体の企画・運営による若者の新たな視点での企業紹介イベントの実施 

○若手社員による企業魅力向上策の提言 

④ 未来につなぐやまぐち共育て応援事業 【労働政策課】            177,425 千円 

育児休業の取得促進や共育てしやすい職場環境づくりに取り組む企業等を支援すると

ともに、共育てを支えるサービスの創出を支援する。 

○育児休業の取得促進 

○共育て職場環境づくりの支援 

○共育てをサポートするサービスの創出を支援 

⑤ 「新しい働き方」導入支援事業 【労働政策課】                    75,357 千円 

「働き方改革」の実現に向け、時間や場所にとらわれない多様な働き方やデジタル技術

の活用により可能となる働き方など「新しい働き方」の導入等を支援する。 

○「新しい働き方」導入支援ワークショップ及び伴走支援の実施 

○やまぐち働き方改革支援センターによる企業・従業員の取組支援 

○やまぐち働き方改革推進会議による普及広報活動 

○男性の育児参画促進重点啓発 

○休み方改革の普及啓発 

⑥ 新やまぐち女性の就業応援事業 【労働政策課】                  32,152 千円 

未就業の女性の多様なニーズに応じた就業機会の創出やお試し就業の実施、企業に対し

て働きやすい職場環境整備等への支援を実施。 

○女性の時間的制約に応じた雇用の創出、就業意欲の喚起・マッチング 

○お試し就業（見学、業務体験）の実施、就業（継続）に向けたフォローアップ 

○女性の職域拡大等に向けた働きやすい職場環境の整備を支援 

⑦ 子育て女性等の活躍応援事業 【労働政策課】                52,374 千円 

 働く意欲のある子育て女性等を対象に、職業訓練を通じて職業能力の開発・向上を図る

ことで、再就職を促進する。 

○職業訓練の実施 

 ・託児サービスを付加した委託訓練 

 ・離職者等再就職訓練の定員に母子家庭の母等を設定 

⑧ 女性デジタル人材育成事業 【産業人材課】               35,833 千円 

未就業等の女性に対し、プログラミング等のデジタルスキルを習得する講座やインターン

シップを実施し、女性の就業や待遇改善を支援する。 

○「やまぐち女性デジタル人材育成コンソーシアム」の設置 

○プログラマー養成講座の実施 

○コンソーシアム参画企業等と連携した就業支援 
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⑨ スタートアップ創出促進資金（中小企業制度融資）【経営金融課】  [融資枠] 25 億円 

スタートアップ時に直面する資金調達の困難さの解消を図るため、創業・再挑戦に必要

な成長資金を融通し、新たな分野への挑戦を後押しするとともに、地域経済の活性化や地

域雇用の確保を図る。   ※一定の要件を満たした場合、借入時の経営者保証が不要 

⑩ 拡県内創業・事業承継促進事業 【経営金融課】             152,993 千円 

多様な創業や円滑な事業承継を促進するための一体的な環境整備の推進により、本県経

済の持続的な成長と雇用の場の創出を図る。 

○創業と事業承継の一体的支援の推進 

・創業・事業承継総合サポートセンターの運営 

・商工会議所等による創業・事業承継支援の取組強化 

○円滑な事業承継の促進 

・事業承継集中支援期間の設定 

・後継者育成支援プログラムの実施 

・経営課題診断の実施 

・中小Ｍ＆Ａアドバイザーの派遣 

・自社株評価による事業承継促進 

○多様な創業の実現に向けた支援 

・創業支援情報の効果的な発信 

・創業支援金・移住創業支援金の支給 

・創業支援コーディネータの配置 

・女性起業家創出成長支援 

・社会起業家育成支援 

⑪ 地域子ども・子育て支援事業 【こども政策課・こども家庭課】     2,365,260 千円 

子育て家庭のニーズに応じた、延長保育、放課後児童クラブ等の地域の子育て支援を推

進する。 

⑫ やまぐち子育て応援第２子以降保育料無償化事業  【こども政策課】   940,966 千円 

所得制限や同時入所要件を設けず、第２子以降の子どもがいる世帯における保育料の無

償化を実施する。 

 ⑬ 拡保育の担い手全力サポート事業 【こども政策課】               153,379 千円 

県内及び県外保育士養成施設の学生を対象とした返還免除要件のある無利子貸付事業

に、新たに就職準備金のみの貸付及び高校生向け内定制度を創設し、保育の担い手の新規

開拓を行う。 

 ⑭ 新合格応援！保育士試験対策重点支援事業 【こども政策課】       8,000 千円 

保育人材の確保及び保育の質の向上を図るため、保育士試験により保育士資格の取得を

目指す者に対して試験対策に係る支援を実施する。 

⑮ みんなで子育て応援推進事業 【こども政策課】                   17,004 千円 

社会全体で子どもや子育て家庭を支える環境づくりに向けて、「やまぐち子育て連盟」
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を中心とした県民総参加による子育て県民運動を推進する。 

 ⑯ 新休み方改革・ライフデザイン推進ファンド事業 【こども政策課】     5,000 千円 

平日に親子で参加できるイベント等の開催を促進することで「こどもや子育てにやさし

い休み方改革」の気運醸成を図るとともに、学校内子育てひろばの開設を推進することで

中高生のライフデザイン形成を支援する。 

⑰ 拡ヤングケアラー相談支援体制整備事業 【こども家庭課】            6,600 千円 

ヤングケアラーを早期に把握し、適切な支援につなげるため、支援人材の育成や専門相

談窓口の整備等の取組を実施する。 

 ⑱ 新こどもまんなか育成支援活動プラットフォーム形成事業 【こども家庭課】13,000 千円 

教育や福祉など子育て支援機関による連携基盤を形成し、子ども一人ひとりのニーズに

対応した多様な体験機会を創出する。 

⑲ 建設産業活性化推進事業 【監理課】                   16,786 千円 

産学公の連携により「担い手確保・育成」を推進し、建設産業の活性化を促進。 

 ⑳ 建設産業就労環境改善支援事業 【監理課】                            13,985 千円 

建設産業に特化した新たな働き方の取組推進により担い手の確保及び若年者の離職防

止を図り、持続可能な建設産業の構築を支援する。 

  ㉑ プロボノによる県民活動団体の基盤強化事業 【県民生活課】             6,865 千円 

県民活動団体が年間を通じてプロボノを利用できる体制を整備・運営し、プロボノの活

用による、団体の人材育成・確保と財政基盤の強化を促進する。 

㉒ 農林漁業女子ステキ・スタイル応援事業 【農林水産政策課】       20,345 千円 

経営発展に向けた実践活動に取り組む「やまぐち農林漁業ステキ女子」を育成し、農林

漁業の働き方改革やステキ女子を応援する体制づくりを促進するなど、女性の活躍場面を

多様に創出することで“女性が働きたくなる農林漁業”の実現をめざす。 

㉓ 拡地域防災力充実強化事業 【防災危機管理課】                7,534 千円 

住民の避難行動が自発的に行われるための体制づくりと防災意識の底上げに取り組む

とともに、女性に配慮した避難所運営を推進する。 

○地域の避難体制の構築 

○地域住民による避難所運営の推進、避難所運営ガイドラインの見直し 

○ＡＲ・ＶＲ機器等を活用した体験型防災啓発 

○避難カードを活用した防災教育 

○自主防災組織の育成・充実 

㉔ 新避難所環境改善推進事業 【防災危機管理課】            114,012 千円 

避難所における良好な生活環境を早期に確保するため、必要な資機材を整備するととも

に、新たに避難所運営検討部会を設置し女性等の多様な視点を取り入れた広域避難所の整

備を推進する。 
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○テント式パーティション・簡易ベッド等の防災資機材の整備 

○避難所運営検討部会の設置 

○広域避難所運営計画の作成 

㉕ 明日のやまぐちを創る！高校生就職支援事業 【高校教育課】         58,280 千円 

新規高校卒業者を取り巻く雇用情報を踏まえ、「ガイダンスの充実」と「マッチングの

促進」に重点をおき、関係部局等と連携しながら、１年時から生徒一人ひとりに寄り添っ

た組織的できめ細かな就職支援を推進し、就職を希望する生徒の進路実現を図る。 

  

  

基基本本目目標標ⅡⅡ  男男女女共共同同参参画画社社会会づづくくりりにに向向けけたた意意識識のの改改革革  

重重点点項項目目４４  男男女女共共同同参参画画のの推推進進にに向向けけたた意意識識のの改改革革  

重重点点項項目目５５  男男女女共共同同参参画画のの視視点点にに立立っったた教教育育・・学学習習のの推推進進  

  

① 男女共同参画パワーアップ事業 【男女共同参画課】         3,548 千円 

男女共同参画の一層の促進を図るため、社会情勢等を踏まえた効果的な普及啓発や男女

共同参画推進事業者の認証等により、県民、県民活動団体、事業者等の取組を促進する。 

◆パワーアップセミナーの開催 

県民の男女共同参画に対する意識の一層の醸成と理解促進を図るため、男女共同参画

に関する新たなテーマ（固定的性別役割分担意識の解消等）に関するセミナーの開催等

を行う。 

◆男女共同参画推進月間事業 

男女共同参画に関する県民意識の醸成と取組の促進に向け、推進月間である10月に、

県民等を対象とした普及啓発活動を効果的に実施する。 

○ポスターコンテストの実施 

男女共同参画に関する絵画を広く募集し、最優秀作品を月間ポスターやチラシのデ

ザインとして使用する。 

○パネル展示等の実施 

ポスターコンテスト入賞作品等の展示や月間ポスター、チラシ等を配布する。 

② 新共家事・共育児行動変革促進事業 【男女共同参画課】      6,426 千円 

男女が共に家事・育児の責任を分かち合う社会の実現のため、県民と協働して啓発動画

を作成し、ＳＮＳ等を用いて効果的に発信することにより、男性の行動変革を促進すると

ともに、固定的な性別役割分担の意識のより一層の解消を図る。 

③ ＬＧＢＴ等理解増進事業 【男女共同参画課】                2,109 千円 

ＬＧＢＴ理解増進法に基づく、性の多様性に関する理解増進施策を実施し、性の多様性

を認め合い、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを推進する。 

〇パートナーシップ宣誓制度の実施 

〇弁護士による専門相談（法律）を定期的に開催 
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〇県や市町の一般相談窓口相談員を対象とした研修の実施 

〇居場所づくりとして、カフェ型相談会を定期的に開催 

〇性の多様性に関するリーフレット等の配布 

④ 地域連携教育再加速化事業 【地域連携教育推進課】             65,046 千円 

コミュニティ・スクールと家庭、地域・社会との新たな協働体制を構築するとともに子

どもと大人の学び合いの場を創出し、人と人とのつながりや地域力を再構築することで、

社会と協働しながら課題を解決し、新たな価値を創造する人材を育成することを通じて、

山口県の地域連携教育を再加速させる。 

○地域協育ネットの仕組みを生かしながら、学校・学科の特色や専門性に応じて広く社

会と連携して取り組む「やまぐち型社会連携教育」の推進 

○子どもが主体となり、地域の人と人をつなげ、子どもも大人も学び合う活動を行う「子

どもが地域の先生プロジェクト」の推進 

○地域連携教育の再加速に向けた取組の成果を発表し、小・中・高校生と地域・社会の

大人との交流を行う「地域連携教育再加速フォーラム」を開催 

⑤ 地域教育力日本一推進事業 【地域連携教育推進課】            43,084 千円 

コミュニティ・スクールが核となり、地域協育ネットの仕組みを生かして、各中学校区

で地域のネットワークを形成し、学校、家庭、地域が連携・協働することにより、社会総

がかりで子どもたちの学びや育ちを見守り支援する「やまぐち型地域連携教育」の取組を

一層推進する。 

○「家庭教育アドバイザー養成講座」、「家庭教育アドバイザーステップアップ講座」

を開催し、家庭教育支援員の増員、資質の向上を図り、子育てに関する不安や悩みの

減少、学校・家庭・地域が連携した家庭教育支援を展開 

○地域協育ネット協議会と地域学校協働活動推進員等を核に、広範囲での人材活用や多

様な取組を展開（三世代交流、家庭教育サロン等） 

⑥ ＰＴＡと連携した家庭教育支援 【地域連携教育推進課】 

保護者の縦と横のつながりをつくり、就学前から学齢期を通した継続的な家庭教育支援

の推進体制を構築する。 

○ＰＴＡと連携した家庭教育支援のリーフレットを通じた啓発 

○ＰＴＡ家庭教育リーダー研修会の開催 

  ⑦ 人権教育調査研究事業 【人権教育課】                   1,486 千円 

小・中・高等学校等の人権教育に関する事例の内容、活用等についての調査研究や、様々

な人権課題に関する研修講座等への指導者派遣による、より専門性の高い指導者の養成等

を行う。 

⑧ 青年海外派遣協力隊事業 【国際課】                     144 千円 

青年海外協力隊の海外派遣事業について、広報及び募集活動への協力を実施する。 
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基基本本目目標標ⅢⅢ  男男女女がが健健康康でで、、安安心心・・安安全全にに暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり  

重重点点項項目目６６  男男女女間間ににおおけけるる暴暴力力のの根根絶絶  

  

① 配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業 【男女共同参画課】            5,981 千円 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）のない社会の実現に向けて、「第５次山口県配偶者暴力等

対策基本計画（令和３年３月策定）」に基づき、ＤＶの防止に係る普及啓発を行うととも

に、市町、関係機関、民間支援団体等と連携・協働して、被害者からの相談、保護、自立

支援等の充実・強化を図る。 

項  目 内  容 

普及啓発 
○配偶者等暴力防止運動期間(11/12～25)におけるＤＶ防止や 

相談窓口周知のための啓発活動 

相談対応 ○男女共同参画相談センターにおける電話・面接相談の実施 

被害者の保護 
○男女共同参画相談センター、民間シェルター等における保護 

○ＤＶ被害者等が同伴する子どもへの心理的ケアなどの支援 

被害者の自立支援 
○関係者研修の実施 

○被害者の自立に向けた生活・就業支援等 

連携・協働の推進 
○市町等相談窓口職員研修の実施 

・民間シェルターが行う被害者支援の充実に資する取組の支援 

② 性暴力被害者支援事業 【男女共同参画課】                 5,952 千円 

やまぐち性暴力被害者支援システム「あさがお」（24時間 365 日の運用体制）により、

被害直後からの総合的な支援（相談、産婦人科医療、カウンセリング、法律相談等）を行

うとともに、若年層を中心とした啓発に取り組む。 

○性暴力被害者支援検討会議の開催 

○相談支援員による電話・面接相談、病院等への同行支援等 

○医療、カウンセリング、法律相談の支援の提供及び費用負担 

○証拠物の採取・保管 

○普及啓発 

○中学生・高校生向け啓発資料等を活用した性暴力被害の未然防止及び相談窓口の周知 

③ 子どもの虐待対策強化事業 【こども家庭課】                   50,955 千円 

すべての子どもが健やかに育つ地域社会の実現を目指し、児童虐待の発生予防から早期

発見・早期対応、その後の保護・自立支援に至るまでの一連の対策の更なる強化等を図る。 

④ 拡子どもの虐待対策体制強化事業 【こども家庭課】              11,679 千円 

児童相談所等専門職員のキャリアアップ研修や関係機関との分野別研修、連携強化研修

を実施し、児童虐待対策に携わる職員の資質向上や関係機関の連携強化を図る。 
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⑤ つながるやまぐちＳＮＳ相談事業 【こども家庭課】             29,424 千円 

児童虐待、ＤＶなどの問題の深刻化を未然に防止するため、子どもや子育て等に関する

相談、子ども本人からの相談に専門職員が 24時間・365 日、ワンストップで対応するＳＮ

Ｓ相談体制を整備する。 

⑥ 新親子関係再構築支援体制整備事業 【こども家庭課】          40,000 千円 

親子関係の修復や再構築に向けた専門的な支援を関係機関と連携して実施し、児童の家

庭復帰促進や、児童虐待の発生予防・再発防止を図る。 

⑦ 犯罪被害者等を支えるまちづくり推進事業 【県民生活課】          2,975 千円 

犯罪被害者やその家族又は遺族に対する経済的な支援をはじめ、県民に広く犯罪被害者

等支援の必要性や二次的被害の防止に関する広報啓発活動を行い、県民が安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に取り組む。 

⑧ ストーカー事案の加害者に対する精神医学的治療制度 【人身安全・少年課】  227 千円 

つきまとい行為等を繰り返すストーカー加害者に対し、精神科医等への受診を勧奨する

とともに、警察官による当該加害者への対応要領等について、精神科医等から助言を得て

対応する。 

⑨ ストーカー加害者に対する治療等に係る有用性教示の原則化 【人身安全・少年課】 

ストーカー加害者には、被害者への強い支配意識や執着心等の特徴があり、これらを取

り除くためには、専門家による精神医学的・心理学的に基づくカウンセリング又は治療が

有効的な手段になり得ると考えられることから、ストーカー行為等の規制等に関する法律

に基づく禁止命令等の措置を講じた加害者全員に対し、地域精神科医療機関等における治

療等の有用性を教示することにより、事態の沈静化に配意した対応を執るとともに、被害

者の真の安全安心を確保する。 

 

 

重重点点項項目目７７  生生涯涯をを通通じじたた男男女女のの健健康康のの支支援援  

重重点点項項目目８８  みみんんなながが安安心心ししてて暮暮ららせせるる社社会会づづくくりり  

① 切れ目のない妊娠・出産・子育て支援推進事業 【こども政策課】      102,359 千円 

安心して妊娠・出産・育児ができる環境づくりを進めるため、不妊・不育症への支援、

若い世代への健康支援対策、妊産婦等を地域で切れ目なく支える「やまぐち版ネウボラ」

の推進等、妊娠前から子育て期にわたる切れ目ない支援の取組を推進する。 

 ② 新母子保健の充実によるウェルビーイング向上事業 【こども政策課】    24,000 千円 

産後ケア事業の充実により、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援するとと

もに、若い世代が、早い時期から将来のライフプランを考えて日々の生活や健康と向き合

えるようサポートすることで、子どもや子育て世帯のウェルビーイング向上を推進する。 

③ 新妊婦検診に係る交通費支援事業 【こども政策課】           4,138 千円 

遠方の産科医療機関等で妊婦検診を受診する必要がある妊婦に対して、交通費の支援を

実施する。 
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④ 訪問看護提供体制推進事業 【医療政策課】                    12,000 千円 

地域における訪問看護提供体制の安定化と推進を図るため、訪問看護総合支援センター

を設置し、訪問看護ステーションの活動を支援する。 

⑤ 健康やまぐち食環境整備推進事業 【健康増進課】               7,000 千円 

健康に関心の薄い者でも自然に健康になれる環境等を整備し、健康寿命を延伸させるた

め、中食・外食関係事業者への支援や働く世代や次世代への働きかけを実施する。 

⑥ 新脳卒中・心臓病等総合支援事業 【健康増進課】             5,174 千円 

新たに設置された「脳卒中・心臓病等総合支援センター」と連携し、循環器病患者等の

包括的な支援体制の構築を図る。 

⑦ 新 COPD 対策推進事業 【健康増進課】                  8,500 千円 

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度向上を図り、早期発見・早期治療、重症化予防を行

う診連携体制の整備を図る。 

⑧ 新感染症情報発信・周知啓発推進事業 【健康増進課】           6,036 千円 

現下の感染症を取り巻く課題を踏まえ、感染症についての正しい知識・情報を効果的・

戦略的に発信することにより、広く県民等に対し、多くの感染症に対するリテラシーの向

上と、感染症の発生・まん延防止に向けた危機管理意識の醸成を図る。 

⑨ 地域こどもの居場所づくり体制強化事業 【こども家庭課】          33,079 千円 

子どもの視点に立った多様な「こどもの居場所づくり」の推進に向けた市町の体制整備

や民間団体等の取組を支援する。 

⑩ 社会的養護のこども権利擁護環境整備事業 【こども家庭課】          10,000 千円 

社会的養護を必要とするこどもの権利擁護の強化に向け、一時保護や施設入所等の措

置、施設入所中の処遇等に対して、こどもが意見等表明する機会を確保し、こどもの権利

が守られる体制の整備を推進する。 

⑪ 女性自立サポート事業 【男女共同参画課】                24,330 千円 

経済困窮や人間関係、孤独・孤立など、多様化・複雑化する様々な困難な問題を抱える

女性が、社会とのつながりを回復することができるよう、NPO の知見やノウハウを活用し

て、支援の充実強化を図る。 

■相談・自立等支援 

○相談支援 

・ＳＮＳ・メール・電話による相談、リモートカウンセリング、面接相談の実施 

○アウトリーチ型支援 

・当事者の自宅等、希望する場所での訪問面談の実施 

・関係機関への同行支援 

・ハローワークでの相談会の実施 

・繁華街等における困難女性を支援するための夜間見回りの実施 

○居場所づくり 

・カフェ型相談会を開き、相談対応や談話ができる場所を提供 
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○被害回復支援 

・カウンセリングの実施 

・同伴児童への学習支援や心理的ケアの実施 

○自立支援 

  ・ステップハウス（自立に向けた準備を行う施設）の運営 

  ・自立後も定期的な心理的ケアを実施 

■支援調整会議 

 ○関係機関、民間団体、国や市町等で構成する会議を運営 

  ・横断的な連携・協働の下、効果的な支援を展開する。 

⑫ 地域共生社会推進事業 【厚政課】                          135,481 千円 

年齢や性別、障害の有無等に関わりなく、地域の誰もが自分らしく活躍し、共に支え合

いながら、安心して暮らし続けられる地域共生社会の実現に向けた取組を推進する。 

⑬ 生涯現役社会づくり推進加速化事業 【長寿社会課】                     28,475 千円 

県版「ねんりんピック」を開催するとともに、社会参加を促す呼びかけや情報提供等を

行う「生涯現役社会づくり推進サポーター」を養成することにより、「生涯現役社会づく

り」の推進を加速化する。 

○「生涯現役社会づくり推進サポーター」の養成 

○県版「ねんりんピック」の開催 

○生涯現役推進センターの運営 

⑭ 地域支援担い手育成加速化事業 【長寿社会課】                         9,688 千円 

老人クラブを核として、生活支援サービス等の担い手育成を促進する。 

⑮ 新介護生産性向上推進総合事業（介護テクノロジー定着支援事業）【長寿社会課】667,550 千円 

介護テクノロジー（ICT・ロボット）の活用と定着を通じ、介護現場の生産性向上を推進

する。 

⑯ あいサポート運動推進事業 【障害者支援課】                            4,287 千円 

障害者がいきいきと活躍できる地域社会の実現を図るため、誰もが障害に対する理解を

深め、配慮を実践する「あいサポート運動」を推進する。 

⑰ 障害者雇用促進事業 【労働政策課】                                  49,141 千円 

障害者雇用に係る事業主の理解及び関係機関の連携を促進するとともに、障害者の職業

訓練や就職面接会を実施することにより、障害者の意欲と適性に応じた就労を支援する。 

○事業主の理解促進（職場リーダーの養成等） 

○障害者就職面接会 

○障害者職業訓練 

○新規学卒障害者職業訓練 

○お試し就業の実施 
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第５次山口県男女共同参画基本計画の目標指標一覧

数値 年度 数値 年度 数値 年度 数値 年度 計画

基本目標Ⅰ　男女が共に活躍できる地域社会づくり

重点項目１　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

11
男女の地位の平等感
［平等と感じる人の割合］

政治経済活
動の中で

15.9% R1 15.8% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

22 30.2% H30 33.7% R5 40% R5 ― ― ― 男女共同参画課

33 13.0% H30 10.6% R5 15% R5 ― ― ― 男女共同参画課

44 17.1% H30 14.5% R5 20% R5 ― ― ― 男女共同参画課

55 125事業者 R1 318事業者 R6 220事業者 R6 330事業者 R8
やまぐち未来
維新プラン 男女共同参画課

66 645事業者 R1 882事業者 R6 845事業者 R6 ― ― ― 男女共同参画課

77 11.5% R2 16.8% R7 18% R8 18% R8
山口県女性職
員活躍推進行
動計画

人事課

88 46.5% R2 44.5% R7
現状の水
準を維持

R7 ― ― ―
人事課
男女共同参画課

99 29.2% R2 30.5% R6 30% R7 ― ― ― 男女共同参画課

1100 82件 R2 516件 R2～R6 340件 R2～R6 440件 R4～R8
やまぐち未来
維新プラン 経営金融課

重点項目２　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

1111
男女の地位の平等感
［平等と感じる人の割合］

就職の機会
や職場の中
で

24.9% R1 23.8% R6 増加させる R6 ― ― ―
男女共同参画課
関係各課

1122 75.6% H29 80.8% R4 80% R4 86.0% R9
山口県まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

労働政策課

1133 年間総実労働時間(5人以上事務所) 1,757時間 H30 1,638時間 R6 1,723時間 R6 1,630時間 R9
山口県まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

労働政策課

1144 68社 R2 125社 R6 120社 R6 ― ― ― 労働政策課

1155 323社 R1 411社 R5 540社 R6 540社 R8
やまぐち産業
労働プラン 労働政策課

1166 4.86% H29 31.0% R4 17% R6 64.0% R9
山口県まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

労働政策課

1177 954社 R1 964社 R5 1,000社 R4 1,000社 R8
やまぐち産業
労働プラン 労働政策課

1188 645事業者 R1 845事業者 R6 845事業者 R6 ― ― ― 男女共同参画課

1199 25.9% R1 14.7% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

2200 74か所 R1 100か所 R6 100か所 R6 110か所 R11
やまぐち子ど
も・子育て応

援プラン
こども政策課

2211 17人 R2 14人 R6 0人 R6 0人 R8
やまぐち未来
維新プラン こども政策課

2222 279か所 R1 264か所 R5 289か所 R6 293か所 R11
やまぐち子ど
も・子育て応

援プラン
こども政策課

2233 35か所 R1 35か所 R6 38か所 R6 42か所 R11
やまぐち子ど
も・子育て応

援プラン
こども政策課

2244 96.0% R1 96.6% R6 100% R9 100% R9
山口県教育
振興基本計
画

学事文書課

2255 474人 R1 620人 R6 0人 R6 0人 R8
やまぐち未来
維新プラン こども政策課

2266 82件 R2 516件 R2～R6 340件 R2～R6 440件 R4～R8
やまぐち未来
維新プラン 経営金融課

重点項目３　地域における男女共同参画の推進

2277
男女の地位の平等感
［平等と感じる人の割合］

地域活動の
中で

40.1% R1 41.2% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

2288 9.0% R2 10.8% R6 10% R7 ― ― ― 男女共同参画課

2299 25.4% R1 27.7% R5 35% R4 ― ― ― 農林水産政策課

3300 274人 R1 366人 R6 285人 R6 ― ― ― 農林水産政策課

3311 192人 R1 161人 R6 200人 R4 ― ― ― 農林水産政策課

3322 5.2% R1 4.9% R7 増加させる R7 ― ― ― 消防保安課

※　＊を付している目標指標の現状値は、令和７年４月１日現在の数値。

消防団員に占める女性の割合＊

放課後児童クラブ待機児童数

関係支援機関の支援による女性の創業
数(再掲)

自治会長に占める女性の割合＊

女性役員のいる集落営農法人割合

経営体において経営参画した女性数

農山漁村の女性リーダー数

家庭生活または地域活動と仕事を同じ
ように両立させている人

まちかどネウボラ認定数

保育所等利用待機児童数

延長保育実施箇所数

病児保育を実施している施設数

子育て支援を行っている私立幼稚園の
割合

25歳から44歳までの働く女性の割合

｢誰もが活躍できるやまぐちの企業｣認
定企業数
「やまぐちイクメン応援企業」登録企
業数

育児休業取得率（男性）

「やまぐち子育て応援企業」登録企業数

「やまぐち男女共同参画推進事業者」
認証事業者数

「やまぐち女性の活躍推進事業者」登
録事業者数
「やまぐち男女共同参画推進事業者」
認証事業者数(再掲)
県職員の課長級以上に占める女性職員
の割合＊

県の審議会等委員の女性割合＊

市町の審議会等委員の女性割合＊

関係支援機関の支援による女性の創業
数

目標値
所管課（室）

ポジティブ・アクションに取り組む事
業所の割合
事業所の部長相当職に占める女性の割
合
事業所の課長相当職に占める女性の割
合

項　　　　目
基準値

【参考】
他計画等の目標値現状値(R7.3)
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数値 年度 数値 年度 数値 年度 数値 年度 計画

目標値
所管課（室）項　　　　目

基準値
【参考】

他計画等の目標値現状値(R7.3)

基本目標Ⅱ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

重点項目４　男女共同参画の推進に向けた意識の改革

3333 66.0% R1 67.0% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3344
社会全体と
して

17.9% R1 18.0% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3355
家庭生活の
中で

35.3% R1 33.6% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3366
社会通念・
慣習・しき
たりなどで

14.2% R1 14.5% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3377
法律や制度
の面で

34.1% R1 33.9% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3388 35.5% R1 27.0% R6 減少させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

3399 103分 H28 88分 R3 増加させる R6 ― ― ―
こども政策課
男女共同参画課

4400 214団体 R1 247団体 R6 250団体 R7 ― ― ― 地域連携教育推進課

重点項目５　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

4411
男女の地位の平等感
［平等と感じる人の割合］

学校教育の
場で

57.5% R1 57.0% R6 増加させる R6 ― ― ―
教育庁各課
男女共同参画課

4422 66校 R1 64校 R6 75校 R6 81校 R11
やまぐち子ど
も・子育て応

援プラン
こども政策課

4433 883人 R1 1,399人 R6 969人 R6 ― ― ― 国際課

基本目標Ⅲ　男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり

重点項目６　男女間における暴力の根絶

4444 平手で打つ 67.4% R1 76.2% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

4455
なぐるふり
をして、お
どす

55.5% R1 61.5% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

4466

いやがって
いるのに性
的な行為を
強要する

81.3% R1 84.8% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

4477 25.1% R1 23.5% R6 増加させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

4488 60.8% R1 64.8% R6 減少させる R6 ― ― ― 男女共同参画課

重点項目７　生涯を通じた男女の健康の支援

4499
男性72.18
女性75.18

H28
男性72.01
女性76.43

R4 延伸させる R4 延伸させる R8
やまぐち未来
維新プラン 健康増進課

5500
男性79.86
女性84.16

H30
男性79.92
女性84.39

R4 延伸させる R4 延伸させる R8
やまぐち未来
維新プラン 健康増進課

5511 44.0% H29 53.4% R5 70% R5 70% R8
やまぐち未来
維新プラン 健康増進課

5522
子宮頸がん
検診

35.4% R1 34.9% R4 50% R6 60% R10
山口県保健医

療計画 医療政策課

5533 乳がん検診 35.4% R1 34.8% R4 50% R6 60% R10
山口県保健医

療計画 医療政策課

5544 11市 R1 19市町 R6 19市町 R6 ― ― ― こども家庭課

5555 2.3% H30 2.0% R5 0% R6 ― ― ― こども政策課

重点項目８　みんなが安心して暮らせる社会づくり

5566 12市町 R1 13市町 R6 増加させる R6 ― ― ―
厚政課
こども家庭課

5577 63か所 R1 202か所 R6 100か所 R6 200か所 R8
やまぐち未来
維新プラン こども家庭課

5588 45.4% H29 51.0% R4 55% R4 59.8% R9
山口県まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

労働政策課

5599 1,723か所 R1 2,134か所 R5 1,990か所 R6 ― ― ― 長寿社会課

6600 198人 R1 317人 R6 300人 R6 ― ― ― 長寿社会課

6611 85クラブ R4 189クラブ R6 300クラブ R8 ― ― ― 長寿社会課

6622 2.59% R1 2.77% R6 3.00% R4 3.0% R9
山口県まち・
ひと・しごと
創生総合戦略

労働政策課

6633 824人 R1 881人 R6 948人 R5 ― ― ― 障害者支援課

6644 208企業・団体 R1 316企業・団体 R6 300企業・団体 R5 400企業・団体 R11
やまぐち障害
者いきいきプ

ラン
障害者支援課

65歳から69歳までの働く男女の割合

住民が主体的に介護予防に資する活動
を行う「通いの場」の数
日常生活支援の担い手となる「活動推
進リーダー」養成数

民間企業における障害者実雇用率

障害者スポーツ競技団体登録選手数

あいサポート企業・団体認定数

地域の支援ニーズとのマッチング会議への
参加老人クラブ数（累計）

健康寿命[日常生活動作が自立してい
る期間の平均]

健診実施率（特定健康診査）

がん検診受診率

「子ども家庭総合支援拠点」設置市町
数

生活困窮世帯等学習支援事業の実施市
町数

「こども食堂」箇所数

妊娠中の喫煙率

「学校内子育てひろば」の設置校数

青少年国際交流事業参加者数(累計)

ＤＶと認識される行為
［どんな場合でも暴力にあ
たると思う人の割合］

県男女共同参画相談センターの認知度

ＤＶ被害について、どこ(だれ)にも相
談していない割合

健康寿命[日常生活に制限のない期間
の平均]

「男女共同参画社会」という用語の周
知度

男女の地位の平等感
［平等と感じる人の割合］

固定的な性別役割分担意識の改革
［「男は仕事、女は家庭」という考えを肯
定する者の割合］

6歳未満の子どもを持つ男性の育児・
家事関連時間

「おやじの会」活動団体数
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令和７年度男女共同参画関連施策一覧
(単位：千円)

 基本目標Ⅰ　男女が共に活躍できる地域社会づくり
　重点項目１　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

Ａ　事業者等における女性の参画拡大
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業 3,548 男女共同参画課
2 女性の活躍応援事業 3,713 男女共同参画課
3 男女共同参画行政総合調整費 1,192 男女共同参画課
4 拡 県民活動支援センター管理運営事業 41,832 県民生活課
5 女性活躍応援資金  【融資枠】５億円 経営金融課
6 「新しい働き方」導入支援事業 75,357 労働政策課
7 拡 若者との共創による県内企業魅力向上事業 84,700 労働政策課
8 女性デジタル人材育成事業 35,833 産業人材課
9 令和７・８年度建設工事等入札参加資格審査 － 監理課
10 政策入札の実施 － 会計課
11 職場での女性活躍推進事業 742 (公財)山口きらめき財団

Ｂ　行政等における女性の参画拡大
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画行政総合調整費【再掲】 1,192 男女共同参画課
2 審議会等への女性の登用 － 人事課
3 女性職員の登用 － 人事課
4 女性教職員の役付職への登用及び人材養成 － 教職員課
5 全職員が持てる力を最大限に発揮できる職場環境の構築 － 警務課

Ｃ　様々な分野における女性の参画拡大
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 女性の活躍応援事業【再掲】 3,713 男女共同参画課
2 看護職員確保促進事業 20,884 医療政策課
3 看護職員県内定着促進事業 3,530 医療政策課
4 医療人材バンク運営支援事業 － 医療政策課
5 地域子ども・子育て支援事業 2,365,260 こども政策課
6 放課後児童クラブ体制整備緊急対策事業 22,513 こども政策課
7 拡 県内創業・事業承継促進事業 152,993 経営金融課
8 スタートアップ創出促進資金 【融資枠】２５億円 経営金融課
9 事業承継支援資金 【融資枠】１０億円 経営金融課
10 女性デジタル人材育成事業【再掲】 35,833 産業人材課
11 子育て女性等の活躍応援事業 52,374 労働政策課

 基本目標Ⅰ　男女が共に活躍できる地域社会づくり
　 重点項目２　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

Ａ　仕事と生活の調和に向けた就業環境の整備
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 拡 幼稚園人材確保総合対策事業 76,939 学事文書課
3 産業廃棄物適正処理推進事業 2,000 廃棄物・リサイクル対策課

4 産休病休代替職員雇用費補助 12,957 厚政課
5 保育士確保総合対策事業 18,788 こども政策課
6 拡 保育の担い手全力サポート事業 153,379 こども政策課
7 新 合格応援！保育士試験対策重点支援事業 8,000 こども政策課
8 青少年育成県民運動事業 1,585 こども家庭課
9 「新しい働き方」導入支援事業【再掲】 75,357 労働政策課
10 新 やまぐち女性の就業応援事業 32,152 労働政策課
11 未来につなぐやまぐち共育て応援事業 177,425 労働政策課
12 女性デジタル人材育成事業【再掲】 35,833 産業人材課
13 建設産業活性化推進事業 16,786 監理課
14 建設産業就労環境改善支援事業 13,985 監理課
15 令和７・８年度建設工事等入札参加資格審査【再掲】 － 監理課
16 政策入札の実施【再掲】 － 会計課
17 女性教員出生対策事業 6,755 教職員課
18 学習指導要領趣旨徹底事業 1,448 義務教育課
19 家庭教育支援の充実 － 地域連携教育推進課
20 「おやじの会」のネットワークづくり支援と設立促進 － 地域連携教育推進課

─ 49 ─



Ｂ　多様な選択を可能とする子育てや介護の支援
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 拡 私立幼稚園預かりサポート推進事業 497,406 学事文書課
2 子育て支援のための私立高校生授業料等減免事業 77,410 学事文書課
3 私立高校生奨学事業費 1,080 学事文書課
4 拡 私立高等学校等就学支援事業 3,854,639 学事文書課
5 拡 私立高校生等奨学給付金事業 201,266 学事文書課
6 私立幼稚園就園推進事業 137,457 学事文書課
7 乳幼児医療対策費 605,518 厚政課

8 地域子ども・子育て支援事業【再掲】 2,365,260 
こども政策課
こども家庭課

9 放課後児童クラブ体制整備緊急対策事業【再掲】 22,513 こども政策課
10 保育・幼児教育総合推進事業 8,703,614 こども政策課
11 みんなで子育て応援推進事業 17,004 こども政策課
12 子育て支援・少子化対策推進事業 2,421 こども政策課
13 多子世帯保育所副食費軽減事業 11,674 こども政策課
14 やまぐち子育て応援第２子以降保育料無償化事業 940,966 こども政策課
15 拡 こどもまんなか保育体制強化事業 550,874 こども政策課
16 新 休み方改革・ライフデザイン推進ファンド事業 5,000 こども政策課
17 切れ目のない妊娠・出産・子育て支援推進事業 102,359 こども政策課
18 新 母子保健の充実によるウェルビーイング向上事業 24,000 こども政策課
19 拡 ヤングケアラー相談支援体制整備事業 6,600 こども家庭課
20 新 こどもまんなか育成支援活動プラットフォーム形成事業 13,000 こども家庭課
21 家庭教育支援員等合同研修会 95 地域連携教育推進課

Ｃ　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 拡 若者県内定着促進事業 37,353 労働政策課
2 デジタルを活用した採用力強化支援事業 14,886 労働政策課
3 拡 県外人材県内就職促進事業 37,213 労働政策課
4 新 やまぐち女性の就業応援事業【再掲】 32,152 労働政策課
5 女性デジタル人材育成事業【再掲】 35,833 産業人材課

Ｄ　多様で柔軟な働き方の導入促進と就業機会の創出
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 介護人材確保総合対策事業 44,661 厚政課
2 医師就業環境整備総合対策事業 37,478 医療政策課
3 医療勤務環境改善支援事業 112,678 医療政策課
4 若手医師確保総合対策事業 274,599 医療政策課
5 看護職員確保促進事業【再掲】 20,884 医療政策課
6 看護職員県内定着促進事業【再掲】 3,530 医療政策課
7 医療人材バンク運営支援事業【再掲】 － 医療政策課
8 地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業 11,088 薬務課
9 地域医薬品提供に係るICT活用支援事業 930 薬務課
10 雇用創出支援資金 【融資枠】１０億円 経営金融課
11 若年者雇用促進資金 【融資枠】５億円 経営金融課
12 拡 県内創業・事業承継促進事業【再掲】 152,993 経営金融課
13 スタートアップ創出促進資金【再掲】 【融資枠】２５億円 経営金融課
14 地域若者サポートステーション機能強化事業 13,745 労働政策課
15 山口しごとセンター管理運営費 184,366 労働政策課
16 労働福祉金融対策費 99,348 労働政策課
17 拡 若者県内定着促進事業【再掲】 37,353 労働政策課
18 デジタルを活用した採用力強化支援事業【再掲】 14,886 労働政策課
19 拡 県外人材県内就職促進事業【再掲】 37,213 労働政策課
20 「新しい働き方」導入支援事業【再掲】 75,357 労働政策課
21 新 やまぐち女性の就業応援事業【再掲】 32,152 労働政策課
22 子育て女性等の活躍応援事業【再掲】 52,374 労働政策課
23 女性デジタル人材育成事業【再掲】 35,833 産業人材課
24 職業能力開発支援事業 485,246 産業人材課
25 建設産業活性化推進事業【再掲】 16,786 監理課
26 明日のやまぐちを創る！高校生就職支援事業 58,280 高校教育課
27 看護師等養成事業 179,708 医療政策課
28 看護師等修学資金貸与事業 104,890 医療政策課
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 基本目標Ⅰ　男女が共に活躍できる地域社会づくり
　 重点項目３　地域における男女共同参画の推進

Ａ　地域活動における男女共同参画の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 女性の活躍応援事業【再掲】 3,713 男女共同参画課
3 拡 県民活動支援センター管理運営事業【再掲】 41,832 県民生活課
4 県民活動総合調整事業 2,888 県民生活課
5 未来へつなぐ！若者の県民活動促進事業 4,714 県民生活課
6 プロボノによる県民活動団体の基盤強化事業 6,865 県民生活課
7 協働ネットワーク強化による県民活動促進事業 3,485 県民生活課
8 きららでキラリ！県民活動促進事業 10,400 県民生活課
9 2050ゼロカーボン・チャレンジ推進事業 37,027 環境政策課
10 セミナーパーク管理運営等事業（環境学習推進関連事業）  セミナーパーク管理運営事業

(総合企画部所管）に含む 環境政策課
11 地域共生社会推進事業 135,481 厚政課
12 学校芸術文化ふれあい事業 6,474 義務教育課
13 中学生文化活動活性化事業 988 義務教育課
14 高等学校総合文化祭推進費 3,715 高校教育課
15 地域連携教育再加速化事業 65,046 地域連携教育推進課
16 地域教育力日本一推進事業 43,084 地域連携教育推進課

Ｂ　農山漁村における男女共同参画の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 女性が輝く農林水産業づくり推進事業 2,181 農林水産政策課
2 生活改善士活動促進事業 1,814 農林水産政策課

3 組織・団体での方針決定の場への参画促進 －
農林水産政策課
農業振興課

4 農林漁業女子ステキ・スタイル応援事業 20,345 農林水産政策課

Ｃ　防災における男女共同参画の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 拡 地域防災力充実強化事業 7,534 防災危機管理課
2 新 避難所環境改善推進事業 114,012 防災危機管理課

 基本目標Ⅱ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革
　 重点項目４　男女共同参画の推進に向けた意識の改革

Ａ　県民意識の醸成に向けた取組の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画行政総合調整費【再掲】 1,192 男女共同参画課
2 男女共同参画に関する啓発資料等の相互活用 － 男女共同参画課
3 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
4 新 共家事・共育児行動変革促進事業 6,426 男女共同参画課
5 ＬＧＢＴ等理解増進事業 2,109 男女共同参画課
6 未来へつなぐ！若者の県民活動促進事業【再掲】 4,714 県民生活課
7 プロボノによる県民活動団体の基盤強化事業【再掲】 6,865 県民生活課
8 協働ネットワーク強化による県民活動促進事業【再掲】 3,485 県民生活課
9 きららでキラリ！県民活動促進事業【再掲】 10,400 県民生活課
10 啓発フェスティバル開催事業 2,217 人権対策室
11 人権啓発推進費 10,631 人権対策室
12 学習指導要領趣旨徹底事業【再掲】 1,448 義務教育課
13 地域連携教育再加速化事業【再掲】 65,046 地域連携教育推進課
14 地域教育力日本一推進事業【再掲】 43,084 地域連携教育推進課
15 PTAと連携した家庭教育支援 － 地域連携教育推進課
16 人権教育指導者養成事業 3,042 人権教育課
17 地域人権教育推進事業 83 人権教育課
18 人権教育研究推進事業（国の委託事業） 753 人権教育課
19 人権教育調査研究事業 1,486 人権教育課
20 市町人権教育推進事業費補助事業 2,640 人権教育課
21 男女共同参画普及拡大事業 1,450 (公財)山口きらめき財団

22 講師・アドバイザー派遣事業 450 (公財)山口きらめき財団

23 情報発信事業 1,028 (公財)山口きらめき財団

24 きらめき活動助成事業 10,750 (公財)山口きらめき財団

25 表彰事業 230 (公財)山口きらめき財団

26 男女共同参画ブラッシュアップ事業 2,577 (公財)山口きらめき財団
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Ｂ　人権を尊重した取組の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 ＬＧＢＴ等理解増進事業【再掲】 2,109 男女共同参画課
3 人権啓発推進費【再掲】 10,631 人権対策室
4 人権啓発協働推進事業 2,906 人権対策室
5 青少年問題対策指導事業 557 こども家庭課
6 新 こどもまんなか育成支援活動プラットフォーム形成事業【再掲】 13,000 こども家庭課
7 学習指導要領趣旨徹底事業【再掲】 1,448 義務教育課
8 地域連携教育再加速化事業【再掲】 65,046 地域連携教育推進課
9 地域教育力日本一推進事業【再掲】 43,084 地域連携教育推進課
10 PTAと連携した家庭教育支援【再掲】 － 地域連携教育推進課
11 人権教育指導者養成事業【再掲】 3,042 人権教育課
12 地域人権教育推進事業【再掲】 83 人権教育課
13 人権教育研究推進事業（国の委託事業）【再掲】 753 人権教育課
14 人権教育調査研究事業【再掲】 1,486 人権教育課
15 人権教育視聴覚資料整備事業 459 人権教育課
16 市町人権教育推進事業費補助事業【再掲】 2,640 人権教育課
17 ホームページ等を活用した配偶者暴力防止法・ストーカー規制法の広報活動 － 人身安全・少年課

Ｃ　男性の家事・育児等参画の促進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 女性の活躍応援事業【再掲】 3,713 男女共同参画課
3 新 共家事・共育児行動変革促進事業【再掲】 6,426 男女共同参画課
4 青少年育成県民運動事業【再掲】 1,585 こども家庭課
5 家庭教育支援の充実【再掲】 － 地域連携教育推進課
6 「おやじの会」のネットワークづくり支援と設立促進【再掲】 － 地域連携教育推進課

 基本目標Ⅱ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革
　重点項目５　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

Ａ　男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 私学教職員研修補助金 929 学事文書課
3 私立幼稚園地域子育て支援事業 9,848 学事文書課
4 子育て支援・少子化対策推進事業【再掲】 2,421 こども政策課
5 みんなで子育て応援推進事業【再掲】 17,004 こども政策課
6 未来を描く！学校内子育てひろば推進事業 1,187 こども政策課
7 新 休み方改革・ライフデザイン推進ファンド事業【再掲】 5,000 こども政策課
8 教職員等研修事業 28,647 教職員課
9 学習指導要領趣旨徹底事業【再掲】 1,448 義務教育課
10 進学支援推進費 1,813 高校教育課
11 やまぐち発！グローバル・リーダー育成事業 15,732 高校教育課
12 地域連携教育再加速化事業【再掲】 65,046 地域連携教育推進課
13 地域教育力日本一推進事業【再掲】 43,084 地域連携教育推進課
14 家庭教育支援の充実【再掲】 － 地域連携教育推進課
15 PTAと連携した家庭教育支援【再掲】 － 地域連携教育推進課
16 家庭教育支援チーム連絡会議 95 地域連携教育推進課
17 やまぐち型家庭教育支援チーム設置促進 － 地域連携教育推進課
18 人権教育指導者養成事業【再掲】 3,042 人権教育課
19 地域人権教育推進事業【再掲】 83 人権教育課
20 人権教育研究推進事業（国の委託事業）【再掲】 753 人権教育課
21 人権教育調査研究事業【再掲】 1,486 人権教育課
22 人権教育視聴覚資料整備事業【再掲】 459 人権教育課
23 市町人権教育推進事業費補助事業【再掲】 2,640 人権教育課

Ｂ　国際交流・国際協力を通じた男女共同参画の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 日韓海峡沿岸交流事業 3,264 国際課
3 国際交流協会育成事業 10,960 国際課
4 青年海外派遣協力隊事業 144 国際課
5 国際連合協会山口県本部事業 300 国際課
6 学習指導要領趣旨徹底事業【再掲】 1,448 義務教育課
7 児童生徒慶尚南道友好相互交流事業 2,264 高校教育課
8 やまぐち発！グローバル・リーダー育成事業【再掲】 15,732 高校教育課
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 基本目標Ⅲ　男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり
　 重点項目６　男女間における暴力の根絶

Ａ　男女間の暴力を根絶するための基盤づくり
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画相談センター（女性相談所）事業費 65,067 男女共同参画課
2 配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業 5,981 男女共同参画課
3 性暴力被害者支援事業 5,952 男女共同参画課
4 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
5 啓発フェスティバル開催事業【再掲】 2,217 人権対策室
6 人権啓発推進費【再掲】 10,631 人権対策室
7 学習指導要領趣旨徹底事業【再掲】 1,448 義務教育課
8 情報モラル研修会の開催 － 教育情報化推進室
9 地域連携教育再加速化事業【再掲】 65,046 地域連携教育推進課
10 地域教育力日本一推進事業【再掲】 43,084 地域連携教育推進課
11 人権教育指導者養成事業【再掲】 3,042 人権教育課
12 地域人権教育推進事業【再掲】 83 人権教育課
13 人権教育研究推進事業（国の委託事業）【再掲】 753 人権教育課
14 人権教育調査研究事業【再掲】 1,486 人権教育課
15 人権教育視聴覚資料整備事業【再掲】 459 人権教育課
16 市町人権教育推進事業費補助事業【再掲】 2,640 人権教育課
17 ホームページ等を活用した配偶者暴力防止法・ストーカー規制法の広報活動【再掲】 － 人身安全・少年課
18 情報モラル教育の推進 － 人身安全・少年課
19 男女共同参画普及拡大事業【再掲】 1,450 (公財)山口きらめき財団

Ｂ　ＤＶ対策の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画相談センター（女性相談所）事業費【再掲】 65,067 男女共同参画課
2 女性保護施設運営費 15,320 男女共同参画課
3 配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業【再掲】 5,981 男女共同参画課
4 犯罪被害者等を支えるまちづくり推進事業 2,975 県民生活課
5 子どもの虐待対策強化事業 50,955 こども家庭課
6 拡 子どもの虐待対策体制強化事業 11,679 こども家庭課
7 家庭的養護推進事業 8,218 こども家庭課
8 拡 社会的養護経験者等自立サポート事業 10,000 こども家庭課
9 養育費履行確保支援事業 6,675 こども家庭課
10 つながるやまぐちＳＮＳ相談事業 29,424 こども家庭課
11 新 親子関係再構築支援体制整備事業 40,000 こども家庭課
12 子育て女性等の活躍応援事業【再掲】 52,374 労働政策課
13 県営住宅への優先入居等 － 住宅課
14 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録促進 － 住宅課
15 犯罪被害者支援事業 9,634 警察県民課
16 被害者からの相談への対応 － 人身安全・少年課
17 保護命令等の申立て等に関する支援 － 人身安全・少年課

Ｃ　性犯罪・性暴力対策の推進及び被害者支援
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 性暴力被害者支援事業【再掲】 5,952 男女共同参画課
2 犯罪被害者等を支えるまちづくり推進事業【再掲】 2,975 県民生活課
3 子どもの虐待対策強化事業【再掲】 50,955 こども家庭課
4 拡 子どもの虐待対策体制強化事業【再掲】 11,679 こども家庭課
5 家庭的養護推進事業【再掲】 8,218 こども家庭課
6 つながるやまぐちＳＮＳ相談事業【再掲】 29,424 こども家庭課
7 情報モラル研修会の開催【再掲】 － 教育情報化推進室
8 「おやじの会」のネットワークづくり支援と設立促進【再掲】 － 地域連携教育推進課
9 家庭教育支援チーム連絡会議【再掲】 95 地域連携教育推進課
10 やまぐち型家庭教育支援チーム設置促進【再掲】 － 地域連携教育推進課
11 犯罪被害者支援事業【再掲】 9,634 警察県民課
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Ｄ　ストーカー行為、セクシャル・ハラスメント等への対策の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 男女共同参画パワーアップ事業【再掲】 3,548 男女共同参画課
2 配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業【再掲】 5,981 男女共同参画課
3 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 776 県民生活課
4 犯罪被害者等を支えるまちづくり推進事業【再掲】 2,975 県民生活課
5 教職員に対するセクシュアル・ハラスメント等の防止・啓発活動 － 教職員課
6 犯罪被害者支援事業【再掲】 9,634 警察県民課
7 ホームページ等を活用した配偶者暴力防止法・ストーカー規制法の広報活動【再掲】 － 人身安全・少年課
8 ストーカー事案の加害者に対する精神医学的治療制度 227 人身安全・少年課
9 ストーカー加害者に対する連絡 － 人身安全・少年課
10 ストーカー加害者に対する治療等に係る有用性教示の原則化 － 人身安全・少年課
11 ストーカー被害者に対する危機意識の醸成 － 人身安全・少年課
12 保護命令等の申立て等に関する支援【再掲】 － 人身安全・少年課

 基本目標Ⅲ　男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり
　 重点項目７　生涯を通じた男女の健康の支援

Ａ　生涯を通じた健康の保持増進対策の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

2 女性と働く世代のがん検診キャンペーン推進事業 12,000 医療政策課
3 がん検診受診促進強化対策事業 20,903 医療政策課
4 がん患者ＱＯＬ向上支援事業 18,938 医療政策課
5 看護職員資質向上推進事業 34,235 医療政策課
6 訪問看護提供体制推進事業 12,000 医療政策課
7 国民健康保険特定健康診査等負担金繰出金 143,043 医務保険課
8 健康増進事業 33,396 健康増進課
9 地域保健研修等事業 1,797 健康増進課
10 地域歯科保健医療連携推進事業 15,687 健康増進課
11 栄養改善推進事業 3,684 健康増進課
12 健康やまぐち食環境整備推進事業 7,000 健康増進課
13 新 脳卒中・心臓病等総合支援事業 5,174 健康増進課
14 新 COPD対策推進事業 8,500 健康増進課
15 新 感染症情報発信・周知啓発推進事業 6,036 健康増進課
16 薬学的な健康サポート推進事業 3,834 薬務課
17 母子保健対策推進事業 1,452 こども政策課
18 拡 こどもまんなか保育体制強化事業【再掲】 550,874 こども政策課
19 切れ目のない妊娠・出産・子育て支援推進事業【再掲】 102,359 こども政策課
20 歯と口の健康づくり促進活動 131 学校安全・体育課

Ｂ　妊娠・出産等に関する健康支援
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 産休病休代替職員雇用費補助【再掲】 12,957 厚政課
2 医師就業環境整備総合対策事業【再掲】 37,478 医療政策課
3 周産期医療体制総合対策事業 210,668 医療政策課
4 切れ目のない妊娠・出産・子育て支援推進事業【再掲】 102,359 こども政策課
5 母子保健対策推進事業【再掲】 1,452 こども政策課
6 新 母子保健の充実によるウェルビーイング向上事業【再掲】 24,000 こども政策課
7 新 妊婦検診に係る交通費支援事業 4,138 こども政策課

Ｃ　心身の健康をおびやかす問題についての対策の推進
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 生涯を通じた健康づくり推進事業 6,581 健康増進課
2 エイズ予防対策推進事業 1,818 健康増進課
3 新 感染症情報発信・周知啓発推進事業【再掲】 6,036 健康増進課
4 「ＮＯ　ドラッグ！」推進事業 1,207 薬務課
5 若年層を対象とした薬物乱用対策強化事業 5,297 薬務課
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 基本目標Ⅲ　男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり
　 重点項目８　みんなが安心して暮らせる社会づくり

Ａ　ひとり親家庭等に対する支援
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 女性自立サポート事業 24,330 男女共同参画課
2 生活困窮者自立支援事業 19,100 厚政課
3 乳幼児医療対策費【再掲】 605,518 厚政課
4 ひとり親医療対策費 287,690 厚政課
5 ひとり親家庭等就業支援強化事業 32,067 こども家庭課
6 母子・父子自立支援員等活動費 36,569 こども家庭課
7 ひとり親家庭自立支援給付金事業 10,410 こども家庭課
8 母子・父子福祉センター運営費 9,379 こども家庭課
9 ひとり親家庭等日常生活支援事業 1,714 こども家庭課
10 特定妊婦等支援環境整備事業 12,000 こども家庭課
11 社会的養護のこども権利擁護環境整備事業 10,000 こども家庭課
12 地域こどもの居場所づくり体制強化事業 33,079 こども家庭課
13 拡 大学等受験料補助事業 44,300 こども家庭課
14 母子・父子寡婦福祉資金貸付金 71,559 こども家庭課
15 児童扶養手当支給事業費 150,371 こども家庭課
16 つながるやまぐちＳＮＳ相談事業【再掲】 29,424 こども家庭課
17 子育て女性等の活躍応援事業【再掲】 52,374 労働政策課

Ｂ　高齢者が地域で安心して暮らせる環境の整備
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 拡 県民活動支援センター管理運営事業【再掲】 41,832 県民生活課
2 県民活動総合調整事業【再掲】 2,888 県民生活課
3 プロボノによる県民活動団体の基盤強化事業【再掲】 6,865 県民生活課
4 協働ネットワーク強化による県民活動促進事業【再掲】 3,485 県民生活課
5 きららでキラリ！県民活動促進事業【再掲】 10,400 県民生活課
6 介護人材確保総合対策事業【再掲】 44,661 厚政課
7 生活困窮者自立支援事業【再掲】 19,100 厚政課
8 生活福祉資金貸付事業費補助 26,225 厚政課
9 地域共生社会推進事業【再掲】 135,481 厚政課
10 健康増進事業【再掲】 33,396 健康増進課
11 認知症疾患医療センター事業 26,012 長寿社会課
12 介護保険制度総合推進事業 8,661 長寿社会課
13 生涯現役社会づくり推進加速化事業 28,475 長寿社会課
14 地域支援担い手育成加速化事業 9,688 長寿社会課
15 介護支援専門員養成事業 21,431 長寿社会課
16 地域包括ケアシステム推進強化事業（介護人材キャリアアップ・定着促進支援事業） 1,417 長寿社会課
17 地域包括ケアシステム基盤整備事業 1,057,984 長寿社会課
18 地域包括ケアシステム推進強化事業（介護予防人材確保・育成事業） 8,697 長寿社会課
20 認知症施策総合推進事業（人材育成事業） 8,022 長寿社会課
21 認知症施策総合推進事業（高齢者権利擁護等推進事業） 1,176 長寿社会課
22 新 介護生産性向上推進総合事業（介護テクノロジー定着支援事業） 667,550 長寿社会課
23 シニア就業促進事業 9,293 労働政策課
24 スポーツを通じた地域活力の創出事業 20,160 スポーツ推進課

Ｃ　障害者が地域で安心して暮らせる環境の整備
事業名 ７年度予算額 所管課室

1 地域共生社会推進事業【再掲】 135,481 厚政課
2 あいサポート運動推進事業 4,287 障害者支援課
3 市町地域生活支援事業 154,941 障害者支援課
4 障害者地域生活支援推進事業 19,203 障害者支援課
5 高次脳機能障害支援普及事業 9,400 障害者支援課
6 発達障害者支援センター運営事業 23,324 障害者支援課
7 医療的ケア児支援センター運営事業 7,591 障害者支援課
8 難聴児支援推進事業 5,323 障害者支援課
9 障害者雇用促進事業 49,141 労働政策課
10 スポーツを通じた地域活力の創出事業【再掲】 20,160 スポーツ推進課
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第４部 市町の取組 





 

 
 
 
 
 
 

市町別一覧 

 

（令和７年４月１日現在） 
市 町 名 担 当 部 署 名  連 絡 先 

下 関 市 
市民部 
人権・男女共同参画課 
男女共同参画係 

住所 〒750-8521 下関市南部町１－１ 
T E L ０８３－２３１－７５１３ 
F A X ０８３－２３１－１４３７ 

宇 部 市 
市民環境部 
人権・男女共同参画推進課 
男女共同参画推進係 

住所 〒755-8601 宇部市常盤町１－７－１ 
T E L ０８３６－３４－８３０８ 
F A X ０８３６－２２－６０１０ 

山 口 市 
地域生活部 
人権推進課 
男女共同参画推進室 

住所 〒753-0074 山口市中央２－５－１ 
T E L ０８３－９３４－２７８４ 
F A X ０８３－９３４－２８４１ 

萩 市 
市民部 
市民活動推進課 
男女共同参画推進室 

住所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ 
T E L ０８３８－２５－３２２７ 
F A X ０８３８－２５－６６２３ 

防 府 市 
福祉部 
福祉総務課 人権推進室 
男女共同参画係 

住所 〒747-8501 防府市寿町７－１ 
T E L ０８３５－２５－２２０７ 
F A X ０８３５－２５－２５４９ 

下 松 市 
健康福祉部 
人権推進課 
男女共同参画室 

住所 〒744-8585 下松市大手町３－３－３ 
T E L ０８３３－４５－１８２５ 
F A X ０８３３－４１－１５１５ 

岩 国 市 
総務部 
人権課 
男女共同参画室 

住所 〒740-8585 岩国市今津町１－１４－５１ 
T E L ０８２７－２９－５３４０ 
F A X ０８２７－２１－１６６０ 

光 市 
環境市民部 
人権推進課 
男女共同参画係 

住所 〒743-8501 光市中央６－１－１ 
T E L ０８３３－７２－１４５９ 
F A X ０８３３－７２－３９１９ 

長 門 市 
市民生活部 
市民活動推進課 
市民相談班 

住所 〒759-4192 長門市東深川１３３９－２ 
T E L ０８３７－２３－１２９９ 
F A X ０８３７－２３－１２１９ 

柳 井 市 
総合政策部 
政策企画課 

住所 〒742-8714 柳井市南町１－１０－２ 
T E L ０８２０－２２－２１１１（内線 470） 
F A X ０８２０－２３－４５９５ 

美 祢 市 
市民福祉部 
福祉課 
男女共同参画推進室 

住所 〒759-2292 美祢市大嶺町東分３２６－１ 
T E L ０８３７－５２－５２２７ 
F A X ０８３７－５２－１４９０ 

周 南 市 
環境生活部 
人権推進課 
男女共同参画室 

住所 〒745-8655 周南市岐山通１丁目１番地 
T E L ０８３４－２２－８２０５ 
F A X ０８３４－２２－８２４３ 

山陽小野田市 
協創部 
市民活動推進課 
人権・男女共同参画室 

住所 〒756-8601 山陽小野田市日の出１－１－１ 
T E L ０８３６－８２－１１３７ 
F A X ０８３６－８４－６９３７ 

周防大島町 
総務部 
政策企画課 

住所 〒742-2192 大島郡周防大島町大字小松１２６－２ 
T E L ０８２０－７４－１００７ 
F A X ０８２０－７４－１０１５ 

和 木 町 企画総務課 
住所 〒740-8501 玖珂郡和木町和木１－１－１ 
T E L ０８２７－５２－２１３６ 
F A X ０８２７－５２－５３１３ 

上 関 町 総務課 
住所 〒742-1402 熊毛郡上関町大字長島４４８ 
T E L ０８２０－６２－０３１１ 
F A X ０８２０－６２－１６００ 

田 布 施 町 
総務課 
総務係 

住所 〒742-1592 熊毛郡田布施町大字下田布施３４４０－１ 
T E L ０８２０－５２－５８０２ 
F A X ０８２０－５３－０１４０ 

平 生 町 
地域振興課  
まちづくり班 

住所 〒742-1195 熊毛郡平生町大字平生町２１０－１ 
T E L ０８２０－５６－７１２０ 
F A X ０８２０－５６－７１２３ 

阿 武 町 総務課 
住所 〒759-3622 阿武郡阿武町大字奈古２６３６ 
T E L ０８３８８－２－３１１０ 
F A X ０８３８８－２－２０９０ 
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市町別一覧 

 
市 町 名 令 和 ６ 年 度 に 実 施 し た 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 主 要 事 業 

下 関 市 

・男女共同参画協議会開催 
・国立女性教育会館「地域における男女共同参画推進

リーダー研修」へ参加 
・暴力予防啓発研修へ参加 
・男女共同参画週間パネル展開催 
・男女共同参画推進月間パネル展開催 
・男女共同参画推進月間図書コーナー設置 
・「国際女性の日」ライトアップ実施 
・デートＤＶパンフレットの配布（市内５大学） 
・男女共同参画に関する市民意識調査実施 

・男女共同参画意識啓発事業 映画上映会開催 
・男女共同参画講座開催 
・ＤＶ防止講座開催 
・ハッピーマイライフセミナー開催 
・ラジオ広報実施 
・情報紙発行 
・男女共同参画関連図書の貸し出し  
・パープルライトアップ実施 
・男女共同参画推進団体補助金交付 
・男女共同参画実態調査実施（事業所アンケート） 

宇 部 市 

・男女共同参画推進審議会の開催 
・「生理の貧困」対策に伴う生理用品の無償配布 
・ＤＶ等相談業務（配偶者暴力相談支援センター）の

運営 
・ＤＶ等被害者自立支援活動への助成 
・ＤＶ防止支援ネットワークの連携強化 
・女性活躍推進企業の認証 
・女性職場環境改善助成金の交付 

・女性応援イクメン奨励助成金の交付 
・イクメン・カジダンの養成 
・イクボス宣言企業の普及 
・女性リーダーの育成支援 
・うべ女性活躍応援ネットワークの運営 
・女性活躍ポータルサイトの運営 
・その他、啓発パネル展示（男女共同参画週間，女性

に対する暴力をなくす運動）の実施 ほか 

山 口 市 

・男女共同参画推進審議会開催 
・各種啓発講演・講座・研修会等開催 
・男女共同参画関連図書コーナー設置 
・ヌエック主催のリーダー研修への参加 
・男女共同参画週間行事開催（幟設置） 
・男女共同参画情報誌「live」発行 
・各種啓発リーフレットの配布 

・団体が行う男女共同参画推進活動への補助金交付 
・新成人へのデートＤＶリーフレット配布 
・ＤＶ対策庁内連絡会議開催及び連携強化 
・パープルライトアップの実施 
・女性相談員配置・男性相談員配置 
・「男性相談員による男性のための電話相談」の実施 
・「女性相談員による相談」の実施 

萩 市 

・女性団体支援事業 
・男女共同参画関連図書コーナー設置 
・「おとうさんとおじいちゃんの読み聞かせ」開催 
・パネル展示実施（週間・月間）、広報はぎ掲載 
・ホームページによる情報提供 
・アドバイザー派遣事業 
・萩市男女共同参画行政推進本部会議開催 
・萩市男女共同参画推進審議会開催 
・セミナー開催、男女共同参画だよりの発行 

・オレンジ＆パープルリボンツリー設置 
・相談員による電話相談、面接相談（面接予約メール

可）の実施 
・「女性相談窓口」の周知 
・相談員の研修 
・出前講座（DV・デート DV 防止等）の実施 
・関係機関との連携会議 
・パンフレット配布等による情報提供 
・啓発グッズ（ティッシュ等）の配布 

防 府 市 

・男女共同参画審議会開催 
・ＤＶ対策庁内連携会議開催 
・市内中学校におけるデートＤＶ予防啓発講座開催 
・男女共同参画啓発講座（親子で学ぶお片付け講座・

父と子の料理教室）開催 
・女性のための「健康づくり応援」講座開催 
・「みんなで家事・育児」フォトコンテスト開催 

・女性からの悩みごと相談（相談員による電話相談、
面接相談）の実施 

・男女共同参画啓発活動（イベント等でのチラシ、テ
ィッシュ等の配布） 

・女性に対する暴力をなくす運動期間啓発活動（パネ
ル設置、パープルライトアップ） 

・DV 相談窓口周知カードの作成・設置 

下 松 市 

・女性活躍支援事業セミナー・オンラインセミナー開
催 
・女性活躍推進協議会開催 
・男女共同参画出前講座開催 
・男女共同参画週間・月間啓発パネル展開催、関連図

書コーナー設置 
 
 
 

・女性に対する暴力をなくす運動期間啓発パネル及び
のぼり旗設置、パープルオレンジリボンツリーの設
置、パープルオレンジリボン配布、パープルライト
アップの実施 

・相談員の配置及び女性相談実施 
・ＤＶ相談窓口周知カードの作成・設置 
・国立女性教育会館「地域における男女共同参画推進

リーダー研修」「女性関連施設相談員研修」「男女共
同参画による災害対応研修」への参加 
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市 町 名 令 和 ６ 年 度 に 実 施 し た 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 主 要 事 業 

岩 国 市 

・岩国市男女共同参画推進会議開催 
・男女共同参画推進講座開催 
・男女共同参画川柳募集 
・男女共同参画、配偶者暴力防止啓発用グッズ作成・
配布（ティッシュ等） 

・男女共同参画相談窓口を開設、相談対応 
・男女共同参画啓発紙「さくら 21」発行 
・男女共同参画関連図書コーナー、パネル展示の設置

（男女共同参画週間・月間、女性に対する暴力をな
くす運動期間） 

・デートＤＶ防止講座開催 

・岩国駅西口駅前広場ライトアップ（女性に対する暴
力をなくす運動期間、国際女性デー） 

・錦帯橋ライトアップ（女性に対する暴力をなくす運
動期間） 

・女性活躍推進リーフレット「MY LIFE」作成 
・ワークライフバランス・女性活躍推進事業（女性活

躍推進セミナーや講座の実施、事業所へのアドバイ
ザー派遣） 

・広報「いわくに」、公式 LINE、市民メール、ホーム
ページによる啓発活動 

 

光 市 

・男女共同参画関連図書コーナーの設置（男女共同参
画推進月間） 

・男女共同参画週間・推進月間の啓発（パネル展示、
花手水展示、啓発ティッシュ配布） 

・女性に対する暴力をなくす運動の啓発（花手水展示） 
 

・国立女性教育会館「地域における男女共同参画推進 
リーダー研修」へ参加 

・「光市女性のつどい」の開催 
・市広報、ホームページ、行政情報用モニター等によ

る啓発活動 
 

長 門 市 

・長門市男女共同参画審議会の開催 
・市広報、ホームページ等による啓発活動 
・標語募集等を通じた若年層への啓発活動 
・デート DV 防止出前講座、DV 防止対策パネル展示 

・男女共同参画推進セミナー 
・男女共同参画関連図書コーナー、パネル展示の設置 
・女性活躍推進事業（時短家事講座、女性管理職との

座談会、男性育休交流会） 

柳  井  市 
・柳井市男女共同参画協議会開催 
・女性団体活動支援 
・柳井市配偶者等からの暴力対策連絡協議会開催 

・男女共同参画関連図書コーナーの設置（男女共同参
画月間） 

 

美 祢 市 
・市広報及び有線テレビ等による啓発活動 
・男女共同参画講演会の実施 
・男女共同参画月間関連図書コーナーの設置 

・美祢市男女共同参画審議会の開催 
・美祢市男女共同参画推進本部会議の開催 
・男女共同参画月間パネル展示 

周 南 市 

・周南市男女共同参画審議会の開催 
・市民意識の醸成（セミナー・講演会・出前トーク等

の開催） 
・男女共同参画推進員の活動支援(地域リーダーの 
育成) 

・男女共同参画情報誌「じょいんと」の発行 

・男女共同参画関連図書コーナーの設置（男女共同参
画週間・月間） 

・周南市ＤＶ相談連絡協議会の開催 
・デートＤＶ防止講座の開催 
・女性に対する暴力をなくす運動の啓発（パネル展示、

デジタルサイネージ等） 
・市広報、ホームページ等による啓発活動 

山陽小野田市 

・山陽小野田市男女共同参画審議会の開催（1回） 
・男女共同参画事業（講演会等）の開催 
・女性団体連絡協議会事業の支援（交流研修会等） 

・配偶者等暴力相談支援連絡協議会の開催 
・女性に対する暴力をなくす運動の横断幕設置 
・男女共同参画に関するパンフレットの作成 
・女性相談支援員の研修参加 

周防大島町 
・周防大島町男女共同参画審議会開催 
・男女共同参画に関する啓発等 

和 木 町 ・男女共同参画に関する啓発等 

上 関 町 ・男女共同参画週間や推進月間を重点的に、広報誌や HP 等において地域住民に対する啓発を実施 

田 布 施 町 
・男女共同参画推進月間に、図書館で特設ブースを設

け、関係図書を展示 
・11 月広報誌にて、ＤＶ相談窓口の掲載 

平 生 町 
・平生町『ひろげよう男と女』連絡協議会活動支援 

・総会及び講演会 

・町広報による啓発活動事業 

阿 武 町 ・啓発事業（のぼり旗、広報誌、防災行政無線） 
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市町別一覧 

（令和７年４月１日現在） 
市 町 名 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画（期間） 男女共同参画に関する審議会等 

下 関 市  第４次下関市男女共同参画基本計画 
（令和３～令和８年度） 

下関市男女共同参画協議会 
設置 平成 17 年４月１日 
構成 14 人(男 4人、女 10 人) 

宇 部 市 
宇部市男女共同参画推進条例 
公布日 平成１４年６月２８日 
施行日 平成１４年６月２８日 

第４次宇部市男女共同参画基本計画 
（令和４～令和８年度） 

宇部市男女共同参画推進審議会 
設置 平成８年３月 25 日 
構成 14 人(男 4人、女 10 人) 

山 口 市 
山口市男女共同参画推進条例 
公布日 平成２６年３月１８日 
施行日 平成２６年４月 １日 

第３次山口市男女共同参画基本計画 
（令和５～令和９年度） 

山口市男女共同参画推進審議会 
設置 平成 26 年 12 月１日 
構成 15 人(男 5人、女 10 人) 

萩 市 
萩市男女共同参画推進条例 
公布日 平成２２年３月２３日 
施行日 平成２２年４月 １日 

萩市男女共同参画プラン（第３次改定
版） 
（令和４～令和８年度） 

萩市男女共同参画推進審議会 
 設置 平成 22 年８月１日 
 構成 15 人（男 6人、女 9 人） 

防 府 市 
防府市男女共同参画推進条例 
公布日 平成２５年１２月２７日 
施行日 平成２６年 ４月 １日 

第６次防府市男女共同参画推進計画 
「幸せますほうふハーモニープラン
２１」 
（令和５～令和９年度） 

防府市男女共同参画審議会 
設置 平成７年２月１日 
構成 15 人(男 5人、女 10 人) 

下 松 市  
第６次下松市男女共同参画プラン 
～ブライト２１プラン～ 
（令和６～令和９年度） 

下松市男女共同参画推進審議会 
設置 平成７年３月９日 
構成 13 人(男 3人、女 10 人) 

岩 国 市 
岩国市男女共同参画推進条例 
公布日 平成１９年９月２７日 
施行日 平成１９年９月２７日 

第４次岩国市男女共同参画基本計画 
（令和５～令和９年度） 

岩国市男女共同参画推進会議 
設置 平成 29 年１月１日 
構成 12 人(男 6人、女 6 人) 

光 市  第４次光市男女共同参画基本計画 
（令和４～令和８年度） 

光市男女共同参画推進ネットワーク  
 設置 平成 20 年４月１日 
構成 15 人(男 6人、女 9 人) 

長 門 市 
長門市男女共同参画推進条例 
公布日 平成２１年３月１９日 
施行日 平成２１年４月 １日 

ながと男女共同参画計画（第４次） 
（令和４～令和８年度） 

長門市男女共同参画審議会 
設置 平成 17 年 11 月１日 
構成 20 人(男７人、女 13 人) 

柳 井 市  第４次柳井市男女共同参画基本計画 
（令和５～令和９年度） 

柳井市男女共同参画協議会 
設置 平成 18 年３月 23 日 
構成 ９人(男 3人、女 6人) 

美 祢 市 
美祢市男女共同参画推進条例 
公布日 平成２４年３月１６日 
施行日 平成２４年４月 １日 

第３次美祢市男女共同参画しあわせ
プラン 
（令和３～令和７年度） 

美祢市男女共同参画審議会 
 設置 平成 20 年９月１日 
 構成 15 人（男 6人、女 9 人） 

周 南 市 
周南市男女共同参画推進条例 
公布日 平成１６年３月３０日 
施行日 平成１６年４月 １日 

第３次周南市男女共同参画基本計画 
「すまいるプラン周南」 
（令和７～令和１６年度） 

周南市男女共同参画審議会 
設置 平成 15 年 10 月 21 日 
構成 19 人(男 10 人、女 9 人) 

山陽小野田市 
山陽小野田市男女共同参画推進条例 
公布日 平成１７年３月２２日 
施行日 平成１７年３月２２日 

さんようおのだ男女共同参画プラン 
（令和５～令和８年度） 

山陽小野田市男女共同参画審議会 
設置 平成 17 年３月 22 日 
構成 15 人(男 6人、女 9 人) 

周防大島町  すおうおおしま男女共同参画プラン 
（令和３～令和７年度） 

周防大島町男女共同参画審議会 
設置 平成 17 年８月１日 
構成 10 人（男 5人、女 5 人） 

和 木 町  和木町男女共同参画推進計画 
（平成２８～令和２年度）  

上 関 町  第二次上関町男女共同参画プラン 
（令和７～令和１１年度）  

田 布 施 町  第４次田布施町男女共同参画プラン 
（令和５～令和９年度）  

平 生 町  第４次平生町男女共同参画プラン 
（令和４～令和８年度）  

阿 武 町  第５次阿武町男女共同参画プラン 
（令和３～令和７年度） 

阿武町男女共同参画審議会 
 設置 平成 12 年 12 月 20 日 
 構成 10 人（男 4人、女 6 人） 
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市町別一覧 

（令和７年４月１日現在） 

市 町 名 

審議会等委員の目標及び登用状況 
地方自治法（第２０２条の３）に 
基づく審議会等における登用状況 

目標
値
(%) 

目標
年度 
(年月) 

審議
会等
数 

うち
女性
を含
む数 

総委
員数 

うち
女性
委員
等数 

女性 
比率 
(%) 

審議
会等
数 

うち
女性
を含
む数 

総委員
数 

うち女
性委員 

女性 
比率 
(%) 

下 関 市 35 R8 69 59 1,007 341 33.9 67 56 1,050 340 32.4 

宇 部 市 50 R8 47 46 561 247 44.0 37 36 573 236 41.2 

山 口 市 40 R9 87 76 1,679 518 30.9 31 27 605 173 28.6 

萩 市 40 R8 95 91 1,453 566 39.0 39 38 512 199 38.9 

防 府 市 35 R9 94 84 1,378 467 33.8 38 34 608 165 27.1 

下 松 市 35 R9 55  48 646 185 28.6 27 26 362 107 29.6 

岩 国 市 40 R9 73 60 1,487 449 30.2 24 23 409 106 25.9 

光 市 40 R8 26 23 365 111 30.4 26 23 365 111 30.4 

長 門 市 33 R8 51 43 713 206 28.9 22 20 281 82 29.2 

柳 井 市 50 R9 68 67 884 409 46.3 47 46 556 228 41.0 

美 祢 市 30 R7 32 28 535 157 29.3 32 28 535 157 29.3 

周 南 市 40 R11 64 57 883 313 35.4 38 33 554 168 30.3 

山陽小野田市 30 R7 57 49 827 249 30.1 41 36 561 188 33.5 

周防大島町 30 R7 26 17 247 44 17.8 15 11 167 29 17.4 

和 木 町        16 15 223 60 26.9 

上 関 町        18 13 188 28 14.9 

田 布 施 町 30 R9 23 15 214 40 18.7 18 11 194 34 17.5 

平 生 町        24 21 287 81 28.2 

阿 武 町        15 12 187 44 23.5 

 
注 「審議会等委員の目標及び登用状況」欄は、当該市町の基本計画等において、女性の登用率が具体的に示されている

審議会（要綱設置の協議会等を含む。）について記載 
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市町別一覧 

（令和７年４月１日現在） 

市 町 名 

市町議会の議員 市町の管理職の在職状況 

男女共同参画に関する 
団体連絡協議会等 

議

員

数 

うち

女性

議員

数 

女性

比率

(%) 

管理

職総

数 

うち

女性

管理

職数 

女性

比率

(%) 

うち一般行政職 

管理

職総

数 

うち

女性

管理

職数 

女性

比率

(%) 

下 関 市 34 5 14.7 244 33 13.5 212 25 11.8 

男女共同参画ネットワーク下関さん  
しゃいん２１ 
豊北町女性団体連絡協議会 

宇 部 市 28 2 7.1 124 34 27.4 95 30 31.6 
 
 

山 口 市 31 2 6.5 189 25 13.2 143 18 12.6 
山口市男女共同参画ネットワーク 
小郡女性団体連絡協議会 

萩 市 20 1 5.0 134 19 14.2 98 14 14.3 
萩市女性団体連絡協議会 
 

防 府 市 25 5 20.0 105 26 24.7 91 26 28.5 
防府市女性団体連絡協議会 
 

下 松 市 19 4 21.1 54 13 24.0 47 11 23.4 
下松市女性団体連絡協議会 
 

岩 国 市 27 2 7.4 129 23 17.8 118 19 16.1 
岩国市男女共同参画団体連絡会 
岩国市周東町女性の会 

光 市 18 4 22.2 125 37 29.6 61 7 11.5 
光市女性団体連絡協議会 
 

長 門 市 18 4 22.2 64 7 11.0 50 4 8.0 
 
 

柳 井 市 15 2 13.3 39 6 15.4 37 5 13.5 
柳井市女性団体連絡協議会 
 

美 祢 市 16 2 12.5 71 12 16.9 45 7 15.6 
 
 

周 南 市 29 6 20.7 130 11 8.5 97 10 10.3 

徳山女性団体連絡協議会 
新南陽女性団体連絡協議会 
鹿野地区女性団体連絡協議会 

山陽小野田市 22 3 13.6 116 32 27.6 65 10 15.3 
山陽小野田市女性団体連絡協議会 
 

周防大島町 14 2 14.3 32 6 18.8 30 6 20.0 
 
 

和 木 町 10 3 30.0 8 3 37.5 6 2 33.3 
 
 

上 関 町 10 2 20.0 8 2 25 8 2 25 
 
 

田 布 施 町 12 1 8.3 14 3 21.4 11 1 9.1 
 
 

平 生 町 12 4 33.3 14 1 7.1 13 1 7.6 
平生町『ひろげよう男

ひと

と女
ひと

』連絡協議会 
 

阿 武 町 8 2 25.0 10 3 30.0 10 3 30.0 
阿武町女性団体連絡協議会 
 

 
注 「市町の管理職」は、管理職手当を支給されている職員（管理又は監督の地位にある職員）のうち条例等で指定する

職を占める職員を指す。 
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所在地 電話番号 備考

〒753-8501　山口市滝町1-1 ０８３－９３３－２６３０ 男女共同参画全般

相談専用
　　０８３－９０１－１１２２

ＤＶホットライン（緊急用）
　　０１２０－２３８１２２
短縮ダイヤル　＃８００８

○ 電話相談
　  平日 8:30～22:00
　  休日 9:00～18:00
   （祝日・年末年始を除く）
○ 面接相談（原則予約）
　  平日 8:30～17:15

やまぐち性暴力相談ダイヤ
ル　あさがお
     ０８３－９０２－０８８９
短縮ダイヤル　＃８８９１

○ 電話相談
　  24時間365日対応

市町名 電話番号

下　関　市 ０８３－２３１－１１５６

宇　部　市
０８３６－３３－４６４９
（相談専用ダイヤル）

山　口　市
０８３－９３４－２７４３
（相談専用ダイヤル）

萩　　　 市
０８３８－２５－３３６６
（相談専用ダイヤル）

防　府　市 ０８３５－２５－２２０７

下　松　市 ０８３３－４５－１８２５

岩　国　市
０８２７－２９－１１５５

 （相談専用ダイヤル）

光　　　 市 ０８３３－７４－３００４

長　門　市 ０８３７－２３－１２９９

柳　井　市
０８２０－２２－２１１１

（内線４７０）

美　祢　市 ０８３７－５２－５２２７

周　南　市 ０８３４－２２－８２０５

山陽小野田市 ０８３６－８２－１１３７

周防大島町 ０８２０－７４－１００７

和　木　町 ０８２７－５２－２１３６

上　関　町 ０８２０－６２－０１８４

田布施町 ０８２０－５２－５８０２

平　生　町 ０８２０－５６－７１２０

阿　武　町 ０８３８８－２－３１１３

　地域振興課

　健康福祉課　健康衛生係

  環境生活部　人権推進課　男女共同参画室

　協創部　市民活動推進課　人権・男女共同参画室

　政策企画課

　企画総務課　企画係

　保健福祉課

　総務課　総務係

　健康福祉部　人権推進課 男女共同参画室

　総務部　人権課　男女共同参画室

　福祉保健部　福祉総務課　保護係

　市民生活部　市民活動推進課　市民相談班

　総合政策部　政策企画課

　市民福祉部　福祉課　男女共同参画推進室

　宇部市配偶者暴力相談支援センター

　山口市男女共同参画センターゆめぽぽら

　市民部　市民活動推進課　男女共同参画推進室

　福祉部　福祉総務課　人権推進室　男女共同参画係

　・弁護士による法律に関する相談　　第１・３水曜日　13:30～15:30

　・医師による健康に関する相談 　　　第４火・金曜日　14:00～16:00

　・心理の専門家によるこころの相談　第２火曜日　13:30～15:30

【配偶者暴力（ＤＶ）の市町相談窓口】
担当窓口名

　福祉部　福祉政策課（市民相談所内）

 男女共同参画に関する窓口

【配偶者暴力（ＤＶ）、性暴力被害、家族の問題など、男女共同参画全般の相談】
名称

山口県男女共同参画課

○ 専門相談（要予約）

山口県男女共同参画相談
センター
（配偶者暴力相談支援セ
ンター）

〒753-0056
山口市湯田温泉5-1-1
山口県婦人教育文化会館内
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所在地又は担当機関 電話番号 備考

〒753-8504
山口市滝町1-1
警察本部１階

＃９１１０
０８３－９２３－０１１０

２４時間受付

山口県警察本部
人身安全・少年課

フリーダイヤル
０１２０－３７８－３８７
携帯電話から
０８３－９３２－７８３０

２４時間受付

※　このほか、各警察署の警察安全相談窓口でも相談に対応

【配偶者暴力（ＤＶ）、ストーカー、性犯罪被害等の相談】
名称

山口県警察総合相談室

レディース・サポート１１０
（女性犯罪被害相談電話）
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山口県男女共同参画推進条例 

平成 12 年７月 11 日山口県条例第 34 号 
最終改正：平成 17 年７月 12 日条例第 52 号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第６条）  

 第２章 男女共同参画に関する基本的施策（第７条―第 19 条） 

 第３章 山口県男女共同参画審議会（第 20 条） 

 附則 

 すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思によって個性豊かで多様な生き

方を選択することができる社会を実現することは、私たち山口県民の願いであり、これまで、国際社

会や国内の動向を踏まえた様々な取組が進められてきた。 

 しかしながら、いまだに、性別による固定的な役割分担意識をはじめ、男女の自由な活動の選択を

妨げる要因が根強く残っている。 

 このような状況の中で、今後、少子・高齢化の進展等、社会の急速な変化に的確に対応しつつ、男

女平等を基礎とし、男女が社会のあらゆる分野において共に参画し、共に責任を分かち合うことので

きる県づくりを進めていくことは、重要な課題である。 

 ここに、私たちは、男女が、互いにその生き方を尊重し、共に喜びを分かち合うことのできる、豊

かで活力に満ちた山口県を目指すことを決意し、男女共同参画の取組を総合的かつ計画的に推進する

ため、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条  この条例は、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる機会

を確保することが極めて重要であることにかんがみ、男女共同参画の推進について、基本理念を定

め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女が均等に

政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することを目的とする。 

（定義） 

第２条  この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。 

２  この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する活動に参画する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

（基本理念） 

第３条  男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接又は間接に性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が性別による固定的な役割分担等

を反映して男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことがないように配

慮されなければならない。 

３ 男女共同参画は、男女が県その他の団体における施策又は方針の立案及び決定に共同して参画す

る機会が確保されることを旨として、推進されなければならない。 

４  男女共同参画は、家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に子の養育、家族の介護そ

の他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにするこ

とを旨として、推進されなければならない。 

５ 男女共同参画は、生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、自らの決定が尊重

されること及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、推進されなければなら

ない。 
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６  男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画は、国際社会の動向を勘案して、推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条  県は、前条に規定する男女共同参画の推進についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務）                                                           
第５条  事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら努めると

ともに、県が実施する男女共同参画に関する施策に協力する責務を有する。 

（県民の責務） 

第６条  県民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画の推進に寄与するように努めなければならない。 

２ 県民は、男女共同参画を阻害するようなセクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせるよ

うな性的な言動をいう。）及び男女間の暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為

をいう。）を根絶するように努めなければならない。 

   第２章  男女共同参画に関する基本的施策 

（基本計画） 

第７条  知事は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２  基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必 

要な事項 

３ 知事は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することがで

きるように適切な措置を講ずるものとする。 

４  知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、山口県男女共同参画審議会（以下「審

議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

５  知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６  前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（市町男女共同参画計画の策定に関する助言等） 

第８条  知事は、市町に対し、当該市町の区域における男女共同参画に関する施策についての基本的

な計画の策定に関し、技術的な助言、情報の提供等を行い、又は当該技術的な助言、情報の提供等

を行うため必要な資料の提出を求めることができる。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条  県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

男女共同参画の推進に配慮するものとする。 

（調査研究） 

第 10 条  県は、男女共同参画に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとする。 

（県民の理解を深めるための措置） 

第 11 条  県は、広報活動等を通じて、基本理念に関する県民の理解を深めるように適切な措置を講ず

るものとする。 

（男女共同参画推進月間） 

第 12 条 事業者及び県民の間に広く男女共同参画に対する関心と理解を深めるとともに、積極的に男

女共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画推進月間を設ける。 

２ 男女共同参画推進月間は、毎年 10 月とする。 

３ 県は、男女共同参画推進月間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 

（男女共同参画に関する教育及び学習の振興） 

第 13 条 県は、県民があらゆる機会を通じて男女共同参画に対する関心と理解を深めることができる

ようにするため、学校教育及び社会教育における男女共同参画に関する教育及び学習の振興に必要

な措置を講ずるものとする。 
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（民間活動に対する支援） 

第 14 条  県は、事業者又は県民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供

その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（推進体制の整備） 

第 15 条 県は、国、市町、事業者及び県民と連携しつつ、男女共同参画に関する施策を積極的に推進

するための体制を整備するものとする。 

２ 県は、男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるも

のとする。 

（年次報告） 

第 16 条  知事は、毎年、県議会に、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画に関する施策につい

て報告するとともに、これを公表しなければならない。 

（事業者の報告） 

第 17 条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の就業状況

その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 

（苦情の申出の処理） 

第 18 条  知事は、県が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策に関する事業者又は県民からの苦情の申出の適切な処理に努めるものとする。 

２ 知事は、前項の申出のうち特に必要があると認められるものについては、審議会の意見を聴くも

のとする。 

（相談の申出の処理） 

第 19 条  知事は、関係行政機関と協力して、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を

阻害する要因による人権の侵害に関する事業者又は県民からの相談の申出の適切な処理に努める

ものとする。 

２ 知事は、前項の申出を処理する職員（以下「男女共同参画相談員」という。）を置くものとする。 

３ 男女共同参画相談員は、次に掲げる事務を行う。 

 一 事業者又は県民の相談に応ずること。 

 二 申出の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。 

 三 前２号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他申出の処理のために必要な措置を講 

ずること。 

４ 知事は、第１項の申出のうち必要があると認めるものについては、審議会の意見を聴くことがで

きる。 

      第３章  山口県男女共同参画審議会 

第 20 条 男女共同参画に関する重要事項についての調査及び審議並びに男女共同参画に関する施策

又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての建議に関する事務を行わせるため、

審議会を置く。 

２ 審議会は、委員 20 人以内で組織する。 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満とならないものとする。 

４ 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 12 年 10 月１日から施行する。 

（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和 28 年山口県条例第 51 号）の一部を次のように改正する。 

  別表知事の部山口県女性問題対策審議会の項を削る。 

附 則（平成 17 年条例第 52 号） 

この条例は、平成 18 年 3 月 20 日から施行する。  
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